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３つの将来像イメージ図（三春地区） 

 
このイラストは、将来像のイメージ図であり、実際の町なみを表すものではありません。 

 



 

３つの将来像イメージ図（岩江地区） 

 
このイラストは、将来像のイメージ図であり、実際の町なみを表すものではありません。 

 



 

３つの将来像イメージ図（田園地区） 

 
このイラストは、将来像のイメージ図であり、実際の町なみを表すものではありません。 

 



 

町長あいさつ 

三春町の「住まい・まちづくり」は、1970年代後半、地域全体でまちづくりへの機運が高まる中、故

大髙正人先生や渡辺定夫現東京大学名誉教授をはじめとする専門家のご協力を契機として、1984

（昭和５９）年に「地域住宅計画（HOPE 計画）」を策定することから始まりました。この計画では、「地

域を大切にした住宅からのまちづくり」という理念を基本に据え、町民生活の基盤となる住宅施策を

進めてまいりました。 

その後、2000(平成12)年には、HOPE計画を受け継ぐ形で「三春町住宅マスタープラン」を策定

し、時代や社会の変化に対応しながら住まいづくりを進めてきました。 半世紀にわたり町民、事業者

及び行政が一体となり歩んできたこの「住まい・まちづくり」の歴史は、三春町にとって誇るべき財産

です。 

 

しかし現在、三春町を取り巻く住生活の状況は大きく変化しています。少子高齢化や人口減少社

会が進展する中で、住宅の確保に配慮が必要な方々が増加し、また自然災害の頻発化や激甚化へ

の対応が住まいづくりにおいても重要な課題となっています。一方で、三春町には、長い歴史の中で

築かれた文化や伝統、公共施設や都市機能が集積する中心市街地、天然記念物三春滝桜をはじめ

とする美しい自然など、素晴らしい地域特性があります。また、町民同士が支え合いながら築いてきた

コミュニティの力はこの町ならではの大きな魅力であり、資源でもあります。これらを守り、活かすこと

が、持続可能な「住まい・まちづくり」において重要であると考えています。 

 

こうした現状や課題を踏まえ、三春町では「三春町住生活基本計画」を策定しました。これからの

時代にふさわしい「住まい・まちづくり」を目指し、三春町ならではの自然や歴史、文化を守りながら、

住まいと住環境の安全・安心を確保し、さらにその魅力を高める施策を進めていきます。本計画を通

じて、町民一人ひとりが幸せを感じ、豊かな生活が営める「住まい・まちづくり」を実現することを目標

としています。そのために、町民の皆様、事業者の皆様及び福島県などの関係機関とも連携を一層深

め、計画を着実に推進してまいります。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、事業者及び子育て世帯ヒアリングや町民意識調査などにご協

力いただいた町民の皆様をはじめ、熱心に議論を重ねていただいた三春町住生活基本計画策定委

員会の委員の皆様に、心より感謝申し上げます。 
 

 

 

令和 8（2026）年３月 

三春町長 坂本 浩之  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三春町での暮らしを豊かにする良いところ 

概況 

歴史 

立地 

この計画は、三春町に関わるみんな（町民の皆さん、事業者の皆さん、行政）で

豊かな町を作っていくために、「住生活」について基本的な方針を示しています。 

三春町には、暮らしを豊かにする良いところがたくさんあります。 

三春町は、梅・桃・桜が一度に咲き競う、三つの春から名付けられた

という美しい伝承と豊かな緑を有する城下町です。 

春には日本三大桜の「三春滝桜」が咲き誇り、他にも約 10,000 本の

桜が町を桜色に染め上げます。 

また、町の最北部に移川、中央部に桜川、南東部に大滝根川などの河

川が流れており、豊富な水資源は、三春ダム（さくら湖）により多目的

に利用されています。 

豊かな自然に囲まれ、緑を近くに感じながら暮らすことができます。 

戦国武将の田村氏が 16 世紀初め、三春町に城を構えたことにより、城

下町として発展してきた歴史を持つ中心市街地は、現在でも短冊形の敷

地に町家型建築が連なる町なみや裏通りの蔵並み、神社仏閣など、その

面影が色濃く残り、四季折々の祭事も盛んに行われています。 

また、中心市街地には、行政機関や医療機関、金融機関、商店などの

都市機能が集約され、コンパクトなまちが形成されています。 

歴史や文化を感じながら快適な暮らしが送れます。 

福島県のほぼ中央に位置し、中核市である郡山市の東側に隣接します。 

ＪＲ磐越東線や磐越自動車道、国道 288 号が東西に走っており、周辺自

治体へのアクセスが良好です。さらに南に20㎞には福島空港もあります。 

町のほとんどが標高 300mから 500mの丘陵地で、緩やかな山並みが続い

ています。気候は内陸性で、冬は雪が比較的少なく、夏もあまり暑くなり

すぎないため過ごしやすく、四季折々の自然を感じやすい環境です。 

三春町は、「春の桜に代表される四季折々の自然」、「さくら湖など豊富な自然

資源」、「城下町の風情ある町なみ」、「豊富な歴史的・文化的資源」、「近隣中

核市へのアクセスがよい利便性」といった多くの魅力的な要素を持っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅・住環境を取り巻く状況が大きく変化している中、持続可能で豊かな住生活の

実現には、町民一人ひとりが三春の良いところ“ゆかしさ”を実感し、住まい・まち

づくりに関心を持つことが大切です。 

ここでは、本計画での町民アンケートであげられた住生活における「“ゆかしい”

まち 三春」を紹介します。三春の良いところを継承しつつ、三春での暮らしの魅力を

さらに引き出すような住まい・まちづくりの実現を目指します。 

＜歴史や伝統を大切にした住まい・まちづくり＞ 

城下町の町なみ 神社仏閣 祭礼・イベント 
長い歴史の中で形成された落ち着き 

のある空間スケールや自然とまちの 

一体感のある景観が現在も残ります。 

神社仏閣や文化財など、城下町の面影 

が色濃く残り、町なみに歴史的な品格 

あるたたずまいを感じます。 

長獅子や盆踊りなど民族芸能・祭が 

盛んで、寺社の静けさから一転して 

賑わいが生まれます。 

＜人の温かさやつながりを大切にした住まい・まちづくり＞ 

町民参加のまちづくり 
三春の美しい自然と町なみは、町民 

がお互いを思いやり、話し合いにより 

守られています。 

おすそ分けの文化 地域住民同士の支え合い 
採れたて野菜のおすそ分けや住民同士 

の程よい距離感のお節介のような 

懐かしい人々の交流がみられます。 

様々な機会を通じた多様な交流が 

行われており、地域での支え合い・ 

助け合いが進んでいます。 

＜自然環境や田園風景を大切にした住まい・まちづくり＞ 

三春滝桜 田園風景と自然資源 
滝桜をはじめとするしだれ桜などは、 

町民に愛され、三春町民だと誇りを 

持てる象徴となっています。 

市街地のすぐ近くにある田園風景や 

さくら湖などの水環境は、三春に 

しかない自然の恵みを味わえます。 

豊かな自然と丘陵地 
谷沿いのまちを包み込む丘陵地の 

豊富な緑と紅葉、桜やあじさい等は、 

祭事とあわせ四季を色濃く感じます。 
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資料編 

付属編 

三春町が誇る偉人たち コラム 

三春町は、豊かな自然や文化に恵まれた地域であると同時に、偉人たちを輩出してきた歴史と誇り

ある町です。ここでは、日本の歴史に大きな功績を残した人物を紹介し、その足跡をたどります。 

彼らの業績を知ることで、三春町への愛着をさらに深めていただくとともに、偉人のフロンティア精神

が受け継がれることを期待します。 

 
河野 広中 大髙 正人 田部井 淳子 

©一般社団法人田部井淳子基金 

三春藩出身で、戊辰戦争の時は三春藩

降伏のために行動しました。日本の民主

主義の礎を築いた自由民権運動の顔と

もいえる人物です。県会議長を経て、衆

議院議長や農商務大臣を歴任しました。

幕末から大正まで、政治の最前線で国

家の近代化に貢献し続けた稀代の政治

家です。 

前川國男に師事し、都市と建築を融合

させた先駆的な作品を遺した日本を代

表する建築家です。代表作の福島県立

美術館や地元三春の町民体育館、歴史

民俗資料館、三春交流館「まほら」など

の建築設計を手がけるとともに、三春の

まちづくりにも深く携わっています。 

登山家。1975 年に世界最高峰のエベ

レストへ女性として世界初の登頂に成功

しました。さらに 1992 年には、女性で世

界初の七大陸最高峰登頂者となる快挙

を成し遂げました。生涯を通じて山の魅

力を伝え、環境保護にも尽力した偉大な

女性です。 
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 三春町では、「歴史公園都市」を目指して、昭和 58年度に、「住宅からの町づくり」を

テーマとした「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」を策定し、町と「作り手（住宅研究

会等）」のパートナーシップを活かしながら、様々な住宅施策・事業を展開してきました。 

 その後、このＨＯＰＥ計画に続く住まい・まちづくりの第２ステージとして、「住み手」

が主体となり、三春らしい住まいづくり・まちづくりが継承、さらに発展・展開していくこ

とを目指した「三春町住宅マスタープラン」を平成 11年度に策定し、「住み手が主役。継

続・発展する住まいづくり・まちづくり」を基本テーマとして、４つの基本方針のもと、 

６つの推進プロジェクトをはじめ、住生活に関する施策を総合的に推進してきました。 

 

 国においては、それまでの住宅の「量」を供給する政策から、住宅の「質」を高める政策

への転換を図るため、平成 18 年６月に「住生活基本法」が制定され、同年９月に同法に基

づく「住生活基本計画（全国計画）」が閣議決定されました。なお、同計画は５年毎に見直

しを行い、令和３年３月に最新の改定を行いました。 

 福島県においては、「住生活基本計画（全国計画）」を踏まえ、平成 19年３月に最初の

「福島県住生活基本計画」を策定、令和４年３月の改定により、様々な住宅施策を展開して

います。 

 三春町においては、町の最上位計画となる「第８次三春町長期計画」が令和７年度からス

タートし、目指すべき将来像である「いつまでも“ゆかしい”まち 三春」の実現に向けた

住宅分野における総合的な取組が求められています。 

 

 このような背景を踏まえ、人口減少社会の本格化や深刻化する少子高齢化、自然災害の頻

発化・激甚化への対応、そしてゼロカーボンを目指した環境負荷低減方策、増加する空き家

対策など、時代の変化に対応した住宅政策について、町民の住生活に関するニーズを的確に

捉え推進していく指針として「三春町住生活基本計画」を策定します。 
 

 

 

 

 

 

本計画は、「住生活基本法」に基づく市町村計画であり、「住生活基本計画（全国計

画）」及び「福島県住生活基本計画」を踏まえた上で、三春町の特性を考慮した具体的な

計画とします。 

また、「第８次三春町長期計画」を上位計画とした、住宅政策に関する総合的な計画

で、各分野の関連計画との連携を図り、整合のとれた計画とします。 

なお、本計画は、「三春町高齢者居住安定確保計画」及び「三春町賃貸住宅供給促進計

画」を内包した計画とします。 

 

 

 

第１章 はじめに 

１－１       計画策定の背景と目的 

１－２       計画の位置づけ 
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三春町住生活基本計画の位置づけ 

 
 

 

 

 

 

計画期間は、令和８年度から令和 17年度まで（10年間）とし、５年目（令和 12年度）

において、必要に応じて中間見直しを実施します。 

 

 
三春町住生活基本計画の計画期間 

年度 

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

第８次三春町長期計画 基本構想 10 年 

前期基本計画 ５年 後期基本計画 ５年 

三春町住生活基本計画 10年間 

三春町高齢者居住安定確保計画 

三春町賃貸住宅供給促進計画 

１－３       計画の期間 
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 三春町では、昭和 58年度策定の「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」及び平成 11年

度策定の「三春町住宅マスタープラン」に基づく総合的な住宅施策の展開により、三春町独

自の住まい・まちづくりを推進してきました。 

 近年では、本格的な人口減少社会の到来や深刻化する少子高齢化、激甚化・頻発化する災

害への対応などを踏まえ、耐震化の促進や環境性能向上などによる、高品質な住まいや防

災・減災に資するまちづくりの推進、増加している高齢者をはじめ、誰もが安全で安心して

暮らすことができる施策の展開が求められています。 

さらに、これまで培ってきた三春町の独自の「住まいの場」としての魅力をさらに高め、

町民がいつまでも愛着のある場所に住み続けられる施策や、移住を検討している世帯から

「三春で暮らしたい」と選ばれる住まい・まちづくりを進めていく必要があります。 

 

 また、令和６年度策定の「第８次三春町長期計画」において、目指すべき将来像として 

 

 

 

 

を定め、三春町の良いところを守り、活かしながら、町民の一人ひとりが「ふるさと」であ

る三春町を大切に想い、幸せを感じながら、共生していく「まちづくり」に取り組んでいく

としています。 

 これらを踏まえ、本計画の基本目標については、以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家は、住む人の生活に応じてリフォームや模様替えなどにより姿を変えながら、暮らしを

支える基盤となるものであり、人の生活と共に生きていると考えます。また、三春町では、

町民・家族・地域・事業者・行政など、それぞれの立場の方々が、協力し合い、支え合い、

話し合いながらまちづくりを進めてきました。これらのことを「ともに生き」という言葉で

表現し、これを育んでいくことが「三春町住生活基本計画」の最大の目標であると考え 

「ともに生き育む」と設定しました。 

 

また、ＨＯＰＥ計画の「住宅からの町づくり」や前住宅マスタープランの「住み手が主役。

継続・発展する住まい・まちづくり」では、住宅は単に人々の住む器というだけでなく、三

春町を形づくる基本的要素として考え、住まいづくりがまちづくりに繋がっているという考

えのもとで進めてきました。さらに、景観行政においても、「家の中は家族のモノ、家の外

はまちのタカラ」という考え方で取り組んでいるため、今回の計画においても、この基本的

な考え方を継承し、「住まい・まちづくり」と設定しました。  

第２章 基本目標と基本方針 

２－１       基本目標 

三春町の魅力にあふれ 

ともに生き育む 住まい・まちづくり 

いつまでも“ゆかしい”まち 三春 
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 基本目標「三春町の魅力にあふれ ともに生き育む 住まい・まちづくり」を実現するた

めに展開する住宅施策の基本方針を次ページのように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２－２       基本方針 

三春町の中心市街地のまちづくり～「三春らしさ」を育む軌跡～ コラム 

昭和 50 年代の中頃、三春町では、農村地域の過疎や商店街の衰退といった課題に対し、従来の  

インフラ整備だけではない、新たなまちづくりが始まりました。 

その核となったのが、町民、行政、そして専門家が一体となったまちづくりの仕組みです。「三春らし

さとは何か」を見極めることから始まった HOPE 計画では、表面的に形を取り繕うだけではなく、「三

春らしさ」の本質を守り育てるというまちづくりの理念によって、山に囲まれた城下町の雰囲気を活か

した、三春町にしかない空間づくりが進められました。 

具体的には、以下の３つのコンセプトを柱としています。 

①旧城下町を引き継ぐ土地利用 

城下町以来の土地利用構成を活かし、歴史・行政・交流等拠点と商業拠点を表通りで結び、

コンパクトに都市機能を配置 

②地形を生かした空間構成の保全・強化 

  表通り・裏道・裏山をネットワーク化し、山に囲まれた城下町特有の景観を保全 

③協議による景観誘導 

  「形ありき」で建物の基準をルール化するのではなく、対話を通じて「三春らしさ」を共有し、 

質の高い調和が感じられる町なみを形成 

半世紀にわたる歩みは、令和３年の役場庁舎完成をもって大規模整備の一区切りを迎えました。  

今後は、整った環境をいかに使いこなすかという「町を運営する視点」が重要になります。地域の

人々が主役となり、これまでの蓄積を活かした、さらなる魅力向上への挑戦が始まっています。 

拠点ゾーンの配置（二核一軸） ［出典：三春町市街地整備基本計画（平成元年３月策定）］ 
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第２章 基本目標と基本方針 

 住生活の課題 住宅施策の方向性 

 

住生活の基本目標と基本方針 

 

住まいの 

防災・減災 

対策の推進 

三春らしさの

維持・継承 

魅力的な 

みはるぐらし 

の実現 

質の高い 

住宅整備 

【
基
本
目
標
】  

 

三
春
町
の
魅
力
に
あ
ふ
れ 
と
も
に
生
き
育
む 

住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

空き家の 

 

発生抑制 

 

 

 

人口減少・ 

少子高齢社会 

への対応 

【みはるぐらし方針】 

三春らしさをつなぐ 

住まい・まちづくり 

(地域居住の推進) 

 
三春町地域住宅計画（HOPE 計画）のテー

マである「住宅からの町づくり」を受け継ぎ、

「住み手」を中心に各種事業者や行政が支え

ながら地域の誇りと愛着を醸成し、三春らし

い「ゆかしさ」を大切に継承した、未来へとつ

なぐ住まい・まちづくりを目指します。 

【基本方針３】 

住みたい・住み続けたい 

住まい・まちづくり(地方創生) 
 

若年や子育て世帯、高齢者、障がいのある

方でも、身体状況の変化や世帯構成の多様化

等から派生する様々な居住ニーズを捉え、三

春を選び「住みたい・住み続けたい」と感じる

住まい・まちづくりを目指します。 

【基本方針２】 

安全・安心な住まい・まちづくり 

(安全・安心) 
 

災害に強く快適な住まい・住環境づくりを

進めるとともに、住宅セーフティネットや居住

支援体制の充実を図り、誰もが安全で安心し

て暮らせる住まい・まちづくりを目指します。 

【基本方針１】 

未来に誇れる住まい・まちづくり 

（住宅ストックの質と量の適正化） 
 

三春町の風土にあった住まいづくりや住宅

自体の高品質化を進めるとともに、空き家の

発生予防、管理、活用等の推進など、将来世

代に継承できる住まい・まちづくりを目指し

ます。 

住宅確保 

要配慮者の 

 

（１）住宅性能の向上 

（２）空き家に関する 

総合的な施策の 

推進 

（１）住まい・住環境の 

防災・減災対策の 

強化 

（２）住まいのセーフ 

ティネットを支える 

仕組みの充実 

（１）若年世帯・子育て 

世帯の住まいに関 

する支援 

（２）高齢者等の安心 

居住の推進 

（１）誰もが住み続け 

ることができる 

住まい・まちづくり 

の推進 

（２）三春の住まい・ 

まちづくりの推進 
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 具体的取組の一例 赤字：新規検討 

１）住宅の耐震化の促進 

住宅の耐震改修をはじめ、住まいに関する防災・減災対策を促進します。 

２）ハザードエリアをはじめとした防災対策の強化 

がけ地崩落や水害など災害ハザードエリアにある住宅の防災・減災対策の

強化を図ります。 

１）住宅の省エネルギー化の促進 

カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の省エネルギー化を促進します。 

2）良質な住宅ストックの形成 

住宅が良好な状態で住み続けることができるよう、住宅の長寿命化と品質

の確保を進めます。 

１）空き家の適正管理への支援 

管理に関する情報提供や相談等により管理の適正化を進め、空き家化の予

防と適正管理を支援します。 

２）空き家の利活用・除却等への支援 

空き家の利活用や管理が不全となった空き家の除却等を支援します。 

１）町営住宅の適正な維持管理の推進 

町営住宅の適正管理や性能向上改善事業に取り組みます。 

２）住宅確保要配慮者への住宅供給・支援 

セーフティネット住宅の登録促進や普及等、住まいの確保に関する取り組み

を進めます。 

１）若年世帯・子育て世帯への移住・定住支援 

若年世帯・子育て世帯が過度な負担なく希望する住まいを確保することが

できるよう取り組みます。 

２）子育てしやすい住まいづくりへの支援 

子育て世帯の関心が高い子どもの遊び場の確保や利便性向上等、子育てし

やすい住まいづくりに取り組みます。 

○空家等総合相談窓口の設置・相談対応の実施 

○空き家化する前に自発的な管理等の住まいの終活の普及啓発強化 

○住民、専門家、行政の連携体制の構築 

○空き家及び空き家予備軍情報の収集・集約体制の強化 

○立地・管理状況の良好な空き家等の多様な利活用の促進 

○空き家改修、除却、建物状況調査への補助の活用促進と拡充の検討 

○空き家バンクによる空き家等の情報発信の充実と登録促進 など 

〇太陽光発電システム等への補助（県）の活用促進と補助（町）の検討 

○省エネ・断熱改修への補助の検討 

○良質・良好な住まいづくりのための広報・周知や講習会の開催 

○耐震化・リフォーム等推進協議会との連携による相談対応 など 

○住宅の耐震診断・耐震改修への補助の活用促進 

○耐震改修促進税制、住宅ローン減税等の制度の適切な活用 

○狭あい道路の拡幅整備検討、官民連携による生活道路の整備促進 

○急傾斜地対策事業の推進と災害ハザードエリアからの住宅移転への

補助の検討 など 

○町営住宅による高齢者住宅の供給 

○町営住宅の適正管理と性能向上による居住水準の向上 

○居住サポート住宅、セーフティネット住宅の登録促進 

○住宅セーフティネット制度を活用した家賃補助と改修補助等の検討 

○居住支援協議会の設置の検討 

○要配慮者への支援体制づくり（重層的支援体制整備事業） など 

１）ゆかしさを感じる地域コミュニティの活性化 

住民自らが取り組む地域の課題解決や地域振興及び伝統文化の継承、みは

るぐらしの良さとして挙げられる「おすそ分け文化」、小学校統合による新

たなコミュニティの創出などをはじめとした住民同士のつながりや関係性

を深める地域コミュニティの活性化を支援します。 

 

２）魅力向上に資する農商工業等の活性化 

みはるぐらしの魅力向上に資する公共交通や暮らしの利便性向上などのた

め、農業・商業・住宅産業等の活性化を進めます。 

１）みんなで進める住まい・まちづくり 

「住み手（町民）」、「作り手（住宅関連事業者等）」とのパートナーシップによ

り、三春独自の「住宅からの町づくり」に取り組むとともに、町内外に向けた

三春独自の住まいづくりに関する各種情報発信を進めます。 

 

２）みはるぐらしのすすめ 

これからの三春を担う子どもたちや移住者をはじめ、住まい手が三春らし

い「ゆかしさ」を体感できるよう、三春の良いところを守り、活かしながら、

滝桜や豊かな自然等と共存する暮らし方、城下町の歴史とともに生きる 

暮らし方、みはるぐらしの魅力向上と未来へとつなぐ住まい・まちづくりに

取り組みます。 

○地域づくりや交流の場となる施設の利活用促進と整備検討 

○地区の課題を地区で解決できるようなまちづくり協会の地域経営

強化への支援（「小さな拠点」の形成等） 

○地縁コミュニティの継承や新たなコミュニティの創出 

○日常の生活を支える誰もが使いやすい生活交通の構築 

○賑わい創出事業の活用による空き店舗の活用促進 

○地域事業者が施工した住まいづくりへの補助の活用促進 

○新規就農者等の誘致、新規就農希望者等に紹介可能な農業者向け 

空き住宅の掘り起こしとマッチング 

○農業ポータルサイト「みはるの実りのお福分け」等による情報発信 

○三春町住宅研究会による風土にあった住まいづくりの開発・普及 

 など 

１）高齢者等が安心して健康に生活できる住まいづくりの推進 

各種支援制度の活用等により、高齢者等の持ち家のバリアフリー化や断熱

化に取り組みます。 

２）高齢者が孤立せず安心して暮らすことができる住まい・まちづくりの推進 

見守り訪問等、高齢者が住み慣れた自宅・地域で安心して暮らすことがで

きるよう取り組みます。 

○要介護状態になることを予防するための住宅改修への補助の検討 

○高齢者住宅改修における医療・福祉・保健・建築等との連携 

○地域包括ケアシステムの深化・推進 

○多世代同居・近居し支え合う住まいづくりへの補助（県）の活用促進 

○高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる見守り体制づくり 

○サロン活動や生涯学習の推進による多世代交流機会の提供 

など 

住宅施策の方向性 

 

○定住促進のための家賃・住宅費等補助の活用促進と拡充検討 

○子育てに適した公営住宅等の供給検討 

○定住促進と住環境改善のための賃貸住宅建設への補助の活用促進 

○移住後も含めた相談窓口の設置検討 

○公園や子どもの遊び場の整備・既存施設の適切な管理 

○商業施設等の生活利便施設用地の整備及び施設誘致の検討 など 

○三春町に長く住み続けるための住まいづくりへの補助の活用促進 

と拡充検討 

○誰もが分かりやすい住宅関連情報の提供・相談体制の充実 

○立地等に恵まれた未利用地におけるまちなかや田園居住の促進 

○まちづくり協会や町民、事業者等との情報を交換する場づくり 

○気軽に相談できる相談システムの整備検討 

○学校における町の伝統や三春大工等の住まいづくり学習の実施 

○景観条例による歴史公園都市づくりの推進 

○将来的に三春町の宝物となり得る建築物等の調査、保存の検討 

○三春滝桜、さくら湖等の景観資源を守るための土地利用の推進 

○町家や蔵等の三春らしい城下町の町なみ形成への補助の活用促進 

○三春町建築賞を通じた「美しく住みよい町づくり」の推進  など 
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２－３       重点施策 

重点１ 

三春町では、移住・定住施策との連携や空き家バンク等により空き家の利

活用を進めている一方で、令和３年度の空き家等実態調査では、空き家が 

245戸ある状況です。空き家の増加は、住環境に悪影響を及ぼすほか、地域 

の活力にも影響することから、空き家の発生抑制と良質な空き家の利活用を

促進していくことが求められます。 

そのため、空き家の発生予防や適正管理に取り組むとともに、空き家を有

効活用し、地域活性化や定住促進に資する住まい・まちづくりを進めます。 

空き家に関する総合的な施策の推進 

重点２ 

 三春町では、町民アンケート等において、価値観やライフスタイルの多様

化、核家族化する中で子育てしやすい住環境を求めていることや、子育て世帯

が希望する住まいを柔軟に確保できていないことがわかりました。 

 そのため、若者や子育て世帯が過度な負担なく希望する住まいを確保できる

よう取り組むとともに、安心して子どもを育てることができる住まい・まちづ

くりを進めます。 

若年世帯・子育て世帯の住まいに関する支援 

重点３ 

三春町では、急激な人口減少や高齢化をはじめ、地域のつながりの希薄

化、孤立・孤独の問題が顕在化しています。そのような中、住み慣れた住

宅・地域でみんなが助け合い・支え合いながら暮らすことができる住環境の

整備が求められています。 

 そのため、高齢者等が安心できる住宅の確保に取り組むとともに、暮らし

を支える仕組みづくりや多様な世代が支えあえる住まい・まちづくりを進め

ます。 

高齢者等の安心居住の推進 

第２章 基本目標と基本方針 
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重点４ 

 町民の多くの方が「人の温かさやつながり」、「滝桜をはじめとした自然

環境や田園風景」、「三春城跡や祭礼等の歴史や文化」を今後も後世に伝

え、残していかなければならない大切なものと感じています。 

また、これまでの三春町の住まい・まちづくりは、三春町住宅研究会をは

じめとした地域に密着した「作り手」と、一人ひとりの生き方や価値観を尊

重しながら住まい・まちづくりに関わってきた、多くの「住み手」によって

創り出されたものです。 

そのため、三春町の魅力と個性ある地域特性を生かしながら、現代の多様

なライフスタイルやライフステージとゆるやかに融合した、三春町独自の住

まい・まちづくりを進めます。 

三春の住まい・まちづくりの推進 

三春町は、町民や議会、行政など、多くの関係者が協働してまちづくりを進めることを基本理念とし

て掲げています。 

 

<まちづくり協会> 

町民参加による活力あるまちづくりを進めるため、各地区（旧町村単位）にまちづくり協会が設立

されています。 

年１回「まちづくり懇談会」が開催され、地域づくりに関して行政と意見・情報交換等が行われてい

るほか、地区の課題解消や活性化に取り組み、地区ごとの個性を活かした取り組みが実践されてい

ます。 

協働のまちづくり その１ ～まちづくり協会～ コラム 



 9 

 

 

 

 

 

 

 基本目標「三春町の魅力にあふれ ともに生き育む 住まい・まちづくり」を実現するた

めに展開する住宅施策の体系は以下のとおりです。 

 
高齢者計画：高齢者居住安定確保計画、賃貸住宅計画：賃貸住宅供給促進計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

３－１       施策の体系 

第３章 施策の展開 

※本計画は、「三春町高齢者居住安定確保計画」及び「三春町賃貸住宅供給促進計画」を

内包した計画であるため、それらの計画が該当する具体的取組については、このページ

以降、以下の表示を行っています。 

 

 三春町高齢者居住安定確保計画の具体的取組：●（表中）または   （文章中） 

  三春町賃貸住宅供給促進計画の具体的取組：●（表中）または   （文章中） 

高 

賃 

重点 

施策 

県 町 事業者 住民

太陽光発電システム・蓄電池等設置への補助（県）の活用促進と補助（町）の検討 ● ●

省エネルギー・断熱改修への補助の検討 ● ●

良質・良好な住まいづくりを誘導するための広報・周知や講習会の開催 ● ● ● ●

長期優良住宅、住宅性能表示制度の普及促進 ● ●

耐震化・リフォーム等推進協議会との連携による相談への対応 ● ● ● ●

ライフステージに応じた住替の普及啓発 ● ● ● ●

空き家等総合相談窓口の設置・相談対応の実施 ● ●

空き家化する前に自発的に管理・活用・除却等の住まいの終活を促進するための普及啓
発の強化

● ●

住民、専門家、行政の連携体制の構築 ● ● ●

空き家及び空き家予備軍情報の収集・集約体制の強化 ● ● ●

管理不全空き家に対する対応 ●

建築物状況調査（インスペクション）への補助の活用促進 ● ●

住宅金融支援機構と連携した住宅取得支援 ● ●

立地・管理状況の良好な空き家・空き地の多様な利活用の推進 ● ● ●

空き家改修等及び除却への補助の活用促進と拡充の検討 ● ●

空き家バンクによる空き家等の情報発信の充実と登録促進 ● ● ●

住宅の耐震診断・耐震改修への補助の活用促進 ● ●

耐震改修促進税制、住宅ローン減税等の制度の適切な活用 ●

狭あい道路の拡幅整備検討、官民連携による生活道路の整備促進 ● ●

防災マップやハザードマップによる災害の危険性が高い区域の周知 ● ●

宅地建物取引におけるリスク情報の説明 ●

急傾斜地対策事業の推進と災害ハザードエリアからの住宅移転への補助の検討 ●

住宅用火災警報器の設置・適正管理の普及啓発 ● ●

地域の住宅事情を踏まえた公営住宅の目的外使用等の検討 ● ● ●

町営住宅による高齢者住宅の供給 ● ● ●

町営住宅の適正管理と性能向上による居住水準の向上 ● ● ●

公営住宅における子育て世帯や高齢者世帯等の優先入居の実施と連帯保証人制度等の弾
力的運用

● ● ●

居住サポート住宅、セーフティネット住宅の登録促進 ● ● ● ● ●

住宅セーフティネット制度を活用した家賃補助と改修補助等の検討 ● ● ●

居住支援協議会の設置の検討 ● ● ●

住宅確保要配慮者への支援体制づくり（重層的支援体制整備事業） ● ● ●

居住支援法人による相談・入居支援や生活支援等のサービス活用促進 ● ● ● ●

【基本方針１】未来に誇れる住まい・まちづくり

主な取組主体

【基本方針２】安全・安心な住まい・まちづくり

施策の
方向性

取組 具体的取組
高齢者
計画

賃貸住
宅計画

(1)
住宅性能の
向上

1)住宅の省
エネルギー
化の促進

2）良質な
住宅ストッ
クの形成

1)空き家の
適正管理へ
の支援

2）空き家
の利活用・
除却等への
支援

(2)
空き家に関
する総合的
な施策の推
進

(1)
住まい・住
環境の防
災・減災対
策の強化

1）住宅の
耐震化の促
進

2）ハザー
ドエリアを
はじめとし
た防災対策
の強化

1）町営住
宅の適正な
維持管理の
推進

2)住宅確保
要配慮者へ
の住宅供
給・支援

(2)
住まいの
セーフティ
ネットを支
える仕組み
の充実
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高齢者計画：高齢者居住安定確保計画、賃貸住宅計画：賃貸住宅供給促進計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点 

施策 

重点 

施策 

重点 

施策 

県 町 事業者 住民

定住促進のための家賃・住宅費等補助の活用促進と拡充検討 ●

立地・管理状況の良好な空き家・空き地の多様な利活用の推進【再掲】 ● ● ●

子育てに適した公営住宅等の供給検討 ● ●

多世代が同居・近居し支えあう住まいづくりへの補助（県）の活用促進 ●

定住促進と住環境改善のための賃貸住宅建設への補助の活用促進 ● ●

移住定住ポータルサイト「みはるぐらし」の充実と移住イベント等におけるタウンプロ
モーションの展開

●

住宅金融支援機構と連携した住宅取得支援【再掲】 ● ●

移転後も含めた相談窓口の設置検討 ●

公園や子どもの遊び場の整備・既存施設の適切な管理 ●

商業施設や医療施設等の生活利便施設用地の整備及び施設誘致の検討 ● ●

地域の実情に応じたスクールバスの適切な運用の継続 ●

子育て世帯の多様なニーズに応じた少子化対策・子育て支援の充実 ●

子育て支援に関する情報提供・相談体制の充実 ●

介護保険制度による適切な住宅改修への補助 ● ●

高齢者が転倒等により要介護状態になることを予防するための住宅改修への補助の検討 ● ●

高齢者住宅改修における医療・福祉・保健・建築等との連携 ● ● ●

町営住宅による高齢者住宅の供給【再掲】 ● ● ●

ライフステージに応じた住替の普及啓発【再掲】 ● ● ● ●

道路、公園、公共施設等のユニバーサルデザインの推進 ● ● ●

地域包括ケアシステムの深化・推進 ● ● ●

多世代が同居・近居し支えあう住まいづくりへの補助（県）の活用促進【再掲】 ● ●

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる見守り体制づくり ● ● ● ●

通いの場（サロン）活動や生涯学習の推進による地域住民の多世代交流機会の提供 ● ● ● ●

地域づくりや防災、交流の場となる交流・スポーツ・公園等施設の利活用促進と適切な維
持管理、整備検討

●

自治会機能の維持と地域活動の促進 ● ●

空き公共施設の利活用の促進 ●

地区の課題を地区で解決できるようなまちづくり協会の地域経営強化への支援
（「小さな拠点」の形成等）

● ●

日常の生活を支える誰もが使いやすい生活交通の構築 ● ●

通いの場（サロン）活動や生涯学習の推進による地域住民の多世代交流機会の提供
【再掲】

● ● ● ●

農地や里山林等の維持管理と地縁コミュニティの継承や新たなコミュニティの創出 ● ●

子育て世帯、移住者、高齢者等を地域で手助けできるコミュニティの醸成・維持促進 ● ●

地域コミュニティ等による除雪等の支援及び公営住宅を活用した集住の促進 ● ●

ライスレイクの家等を活用した短期滞在や、各種国際化事業の実施などによる広域的な人
の交流促進

●

日常の生活を支える誰もが使いやすい生活交通の構築【再掲】 ● ●

商業施設や医療施設等の生活利便施設用地の整備及び施設誘致の検討【再掲】 ● ●

城下町の町なみを活かした町の賑わい創出への補助の活用促進（空き店舗等活用） ●

三春大工など地域事業者が施工した住まいづくりへの補助の活用促進 ●

新規就農者等の誘致、新規就農希望者等に紹介可能な農業者向け空き住宅の掘り起こしと
マッチング

● ● ●

農業ポータルサイト「みはるの実りのお福分け」等による情報発信 ● ●

三春町住宅研究会による三春の風土にあった伝統的で高い居住性を備えた住まいづくりの
開発・普及

● ●

三春町に長く住み続けるための住まいづくりへの補助の活用促進と拡充検討 ● ●

誰もが分かりやすい居住支援・住宅関連情報の提供・相談体制の充実 ● ● ●

三春らしい暮らしの魅力を伝えるホームページやＳＮＳを活用した情報発信 ●

立地等の周辺環境に恵まれた町有地や民有地の未利用地におけるまちなか居住や田園居住
の促進

● ●

事業におけるまちづくり協会や様々な団体との連携と町民・事業者・役場との情報を交換
しやすい場づくり

● ● ●

気軽に相談できる相談システムの整備検討 ● ● ●

官民学連携による住まい・まちづくりの継承（三春町住宅研究会） ● ●

学校における町の伝統や景観、三春大工などの住まい・まちづくり学習の実施 ●

防犯灯設置への支援継続と防犯カメラの設置 ●

美しいまちをつくる三春町景観条例による伝統と自然環境を活かした歴史公園都市づくり
の推進

●

歴史的建造物や将来的に三春町の宝物となり得る建築物等の調査、保存、活用の検討 ● ●

周辺環境に合った良好な住宅地形成の誘導（建築協定の推進） ● ●

緑豊かな住環境づくりへの補助の活用促進 ●

滝桜をはじめとする豊かな自然環境やさくら湖などの景観資源を守るための計画的な土地
利用の推進

● ●

三春町の住まい・まちづくりを発展・推進するための立地適正化計画策定の検討 ●

町家や蔵などの三春らしい城下町の町なみ形成への補助の活用促進 ●

三春町建築賞を通じた「美しく住みよいまちづくり」の推進 ●

【基本方針３】住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり

主な取組主体

【みはるぐらし方針】三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり

施策の
方向性

取組 具体的取組
高齢者
計画

賃貸住
宅計画

2)子育てし
やすい住ま
いづくりへ
の支援

1)高齢者等
が安心して
健康に生活
できる住ま
いづくりの
推進

2）高齢者
が孤立せず
安心して暮
らすことが
できる住ま
い・まちづ
くりの推進

(1)
若年世帯・
子育て世帯
の住まいに
関する支援

1)若年世
帯・子育て
世帯への移
住・定住支
援

(2)
高齢者等の
安心居住の
推進

(1)
誰もが住み
続けること
ができる住
まい・まち
づくりの推
進

1)ゆかしさ
を感じる地
域コミュニ
ティの活性
化

2）魅力向
上に資する
農商工業等
の活性化

(2)
三春の住ま
い・まちづ
くりの推進

2)みはるぐ
らしのすす
め

1)みんなで
進める住ま
い・まちづ
くり
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○【意向調査】現住宅の満足度は｢省エネや再エネ利用など｣が最も低くなっている。[資料編 P.69] 

○【意向調査】環境対策で重視する取組は「断熱効果の高い窓などの施工」が約 35％、

「省エネ基準に適合したリフォームや建て替え」が約 31％となっている。 [資料編 P.76] 
○【統計調査】全ての窓が二重以上のサッシ等となっているのは約 28％となっている。[資料編 P.59] 

○【統計調査】省エネ設備は持ち家より借家での設置割合が低くなっている。[資料編 P.59] 

 

 

 

○住宅の省エネルギー化等の住宅改修の促進 

○住宅の再生可能エネルギー利用への経済的支援 
 

 

 

■太陽光発電システム・蓄電池等設置への補助（県）の活用促進と補助（町）の検討 

■省エネルギー・断熱改修への補助の検討  

 

 

 

 

 

 

 

□住まいの省エネ化や創エネ化による温室効果ガス排出量の削減 

□住宅性能の向上による安全・安心で快適な暮らしの実現 

□断熱化された住宅によるヒートショックの防止など温熱環境改善による健康維持 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

１ 
福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援

補助金実績累計件数 

383 件 

(令和５年度) 

635 件 

(令和 12 年度) 

※第３次三春町地球温暖化対策実行計画より 

３－２       施策の現状と課題・対策・具体的取組・効果・指標 

方 針 未来に誇れる住まい・まちづくり 

(1) 住宅性能の向上 施策の方向性 

1) 住宅の省エネルギー化の促進 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 [施策集 P.83] 

関連事業 

第３章 施策の展開 

4.効果 

5.指標 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

質の高い住宅整備 

高 
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○【意向調査】今後の住まいについて「現自宅にそのまま住み続ける」が約 60％と過半数を 

  超えているが、「リフォームをして住み続ける」は約 12％と低くなっている。[資料編 P.73] 

○【意向調査】住み替えの意向は約 10％となっている。[資料編 P.73] 

○【統計調査】中古住宅取得率は約 13％、リフォーム実施率は約 30％と低くなっている。 
[資料編 P.60～61] 

 
 

 

○長期にわたり良質な状態で活用される住宅の普及促進 

○安心して住宅を取得・リフォームできる環境の整備 

○家族構成に応じた住替の普及啓発（住宅ミスマッチの解消）  

 

 

 

□良質・良好な住まいづくりを誘導するための広報・周知や講習会の開催 

□長期優良住宅、住宅性能表示制度の普及促進 

□耐震化・リフォーム等推進協議会との連携による相談への対応 

□ライフステージに応じた住替の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

□中古住宅の改修・リノベーションによる良質な住宅ストックの形成 

□住宅性能の向上による安全・安心で快適な暮らしの実現【再掲】 

□関係法令に適合した安全・安心で快適な住まいづくり 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

２ 令和元年以降のリフォーム実施率 
30.0％ 

(令和５年) 

38.0％ 

(令和 15 年) 

※住宅・土地統計調査より    

方 針 未来に誇れる住まい・まちづくり 

(1) 住宅性能の向上 施策の方向性 

2) 良質な住宅ストックの形成 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇マイホーム借上げ制度[一般社団法人移住・住みかえ支援機構] 

◇リバースモゲージ[独立行政法人住宅金融支援機構] 

関連事業 

4.効果 

5.指標 

質の高い住宅整備 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

高 

高 

高 
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○【意向調査】持ち家居住者から自宅が空き家化することに対する懸念が寄せられている。[資料編 P.76] 

○【意向調査】高齢になった時の不安として「持ち家の継承」が約 29％となっている。[資料編 P.72] 

○【統計調査】住宅総数は約 6,780 戸、総世帯数を上回って住宅ストック数は充足している。 [資料編 P.56] 

○【統計調査】町内の住宅総数の約 74％は持ち家となっている。[資料編 P.56] 
 

 

 

○空き家に関する困りごとについて気軽に相談できる窓口の設置 

○所有者等に対する自発的な空き家対策の必要性の周知 

○空き家情報を持っている住民参画型の空き家対策の推進 

○空き家解消の促進 

 

 

 

■空き家等総合相談窓口の設置・相談対応の実施 

■空き家化する前に自発的に管理・活用・除却等の住まいの終活を促進するための 

普及啓発の強化 

■住民、専門家、行政の連携体制の構築 

■空き家及び空き家予備軍情報の収集・集約体制の強化 

■管理不全空き家に対する対応 

 

 

 

□空き家の発生抑制と減少による周辺環境、公衆衛生、治安及び景観の向上 

□将来の空き家所有者による管理意識の醸成（住まいのリテラシー向上） 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

３ 空き家率（住宅ストック総数に対する割合） 
11.1％ 

(令和５年) 

観測実況 

指標 

※住宅・土地統計調査より          

 

第３章 施策の展開 

方 針 未来に誇れる住まい・まちづくり 

(2) 空き家に関する総合的な施策の推進 施策の方向性 

1) 空き家の適正管理への支援 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

4.効果 

5.指標 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

空き家の利活用の推進と発生抑制 

重点 
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○【R3実態調査】町内の空き家数は大きく増加していないものの、空き家が 245戸あり

そのうち利用可能な空き家は 59戸である。 

○【意向調査】空き家・空き地を解消する取り組みとして、「解体やリフォーム費用の補

助」が最も多く約 60％、次いで「空き家・空き地の購入費用への補助」が約 35％、

「空き家バンクなどによるマッチング」が約 27％となっている。[資料編 P.71] 

○空き家の更なる利活用が求められている。 
 

 

 

○空き家の利活用への支援 

○住宅ストックの効果的・魅力的な改修・リノベーションと中古住宅の流通促進 

○空き家の解体・リフォームに対する経済的支援 

○空き家バンクにおけるマッチングなどの利活用の促進 
 

 

 

□建築物状況調査（インスペクション）への補助の活用促進 

□住宅金融支援機構と連携した住宅取得支援 

 □立地・管理状況の良好な空き家・空き地の多様な利活用の推進 

 □空き家改修等及び除却への補助の活用促進と拡充の検討 

 □空き家バンクによる空き家等の情報発信の充実と登録促進 

 

 

 

 

 

 

□空き家の発生抑制と減少による周辺環境、公衆衛生、治安及び景観の向上【再掲】 

□空き家・空き地利用の促進による地域の活性化、コミュニティの醸成・維持 

□空き家を活用した移住・定住促進 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

４ 町補助を活用した空き家の改修等累計戸数 
45 戸 

（令和６年度） 

90 戸 

（令和 17 年度） 

方 針 未来に誇れる住まい・まちづくり 

(2) 空き家に関する総合的な施策の推進 施策の方向性 

2) 空き家の利活用・除却等への支援 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇みはるぐらし空き家改修等支援事業 [施策集 P.83]  ◇空き家利活用事業 [施策集 P.84] 

◇福島県空き家対策総合支援事業 

関連事業 

4.効果 

5.指標 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

空き家の利活用の推進と発生抑制 

重点 
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○東日本大震災以降、地震災害が相次いで発生していることから、住まいの防災・減災対

策が急務となっている。 [資料編 P.64] 

○【意向調査】住まいの防災対策として最も重視する取組は「地震に備えた住宅の耐震化」

となっており、約 60％の回答者が選択している。 [資料編 P.76] 

○【意向調査】現在の住宅の評価のうち、「地震に対する強度や火災・風水害への備え」は

約 64％が満足・概ね満足と回答しているが、「不満」は約９％、「やや不満」は約

28％となっている。 [資料編 P.69] 

○【統計調査】平成 30年時点の住宅総数約 5,920戸のうち、耐震性を有すると思われる戸

数は約 5,215戸と推測され、耐震化率は約 88.1％、町内の耐震性のない住宅は約 705 戸

と想定される。 [資料編 P.57] 

 

 

 

○耐震化の普及啓発や経済的支援 

○耐震性を向上するための住宅改修の促進 

 

 

 

□住宅の耐震診断・耐震改修への補助の活用促進 

□耐震改修促進税制、住宅ローン減税等の制度の適切な活用 

 

 

 

 

 

 

 

□耐震診断や耐震改修の促進による地震に強い住まいと地域の形成 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

５ 
新耐震基準（昭和 56 年基準）が求める

耐震性を有しない住宅ストックの比率 

11.9％ 

（平成 30 年） 

おおむね解消 

（令和 12 年） 

※三春町耐震改修促進計画より 

方 針 安全・安心な住まい・まちづくり 

(1) 住まい・住環境の防災・減災対策の強化 施策の方向性 

1) 住宅の耐震化の促進 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇三春町木造住宅耐震診断者派遣事業 [施策集 P.82]  

◇三春町木造住宅耐震改修促進事業 [施策集 P.82] 

 

関連事業 

5.指標 

第３章 施策の展開 

住まいの防災・減災対策の推進 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

4.効果 
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○令和元年東日本台風において、全壊や半壊など住宅被害が発生している。 [資料編 P.64] 

○急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域などが存在する。 

○町ＨＰで「三春町防災マップ（Ｗｅｂ版）」を公開し、各種ハザードマップが確認できる。 

○【統計調査】幅員４ｍ未満の道路があり、安全面が懸念される。[資料編 P.61] 

○町内では住宅用火災警報器推定設置率が低くなっている。 
 

 

 

○災害ハザードエリアからの住宅移転の促進や住民意識の啓発 

○住宅用火災警報器の適切な設置や維持管理の促進 
○狭あい道路の拡幅推進 
 

 

 

□狭あい道路の拡幅整備検討、官民連携による生活道路の整備促進 

□防災マップやハザードマップによる災害の危険性が高い区域の周知 

□宅地建物取引におけるリスク情報の説明 

■急傾斜地対策事業の推進と災害ハザードエリアからの住宅移転への補助の検討 

 □住宅用火災警報器の設置・適正管理の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

□水害など災害に強く安心して暮らせる住まい・住環境の形成 

□地域防災力の向上 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

６ 災害ハザードエリアの認知率 － 
80％ 

（令和 17 年度） 

７ 幹線道路舗装修繕率 
29.5％ 

（令和５年度） 

39.9％ 

（令和 11 年度） 

※№７：第８次三春町長期計画より 

方 針 安全・安心な住まい・まちづくり 

(1) 住まい・住環境の防災・減災対策の強化 施策の方向性 

2) ハザードエリアをはじめとした防災対策の強化 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

  

◇狭あい道路整備等促進事業     ◇三春町生活道路整備事業 [施策集 P.85] 

◇がけ地近接等危険住宅移転事業   ◇急傾斜地崩壊対策事業 

関連事業 

4.効果 

5.指標 

住まいの防災・減災対策の推進 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 
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○公営住宅法に基づく町営住宅は 11団地、31棟、283 戸である。 

○このうち「南町高齢者住宅」は高齢者専用の住宅となっている（1棟、24 戸）。  

○町営住宅のほとんどはファミリー世帯向けの住戸規模となっている。入居世帯のうち高齢者 

の単身及び夫婦のみ世帯が約 33％となっており、ニーズと住宅のミスマッチが生じている。 

○町営住宅の約 30％は耐用年数を経過し老朽化が進んでおり、計画的な改善や建替が望

まれる。 
 

 

 

○公営住宅の適正な維持管理と長寿命化やストックの有効活用 

○増加している高齢単身や高齢者夫婦のみ世帯に対応した公営住宅の供給 

○老朽化している町営住宅の性能向上を目指した計画的な改善事業の実施 
 

 

 

□地域の住宅事情を踏まえた公営住宅の目的外使用等の検討 

□町営住宅による高齢者住宅の供給 

□町営住宅の適正管理と性能向上による居住水準の向上 

□公営住宅における子育て世帯や高齢者世帯等の優先入居の実施と連帯保証人制度等の弾

力的運用 

  

 

 

 

 

 

□住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

□公営住宅の長寿命化による安全・安心で快適な居住環境の形成 

□公営住宅ストックの有効活用による住宅セーフティネットの充実 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

８ 
三春町公営住宅等長寿命化計画に基づく

町営住宅の修繕率 

12.9％ 

(令和７年度) 

100％ 

(令和 16 年度) 

 

方 針 安全・安心な住まい・まちづくり 

(2) 住まいのセーフティネットを支える仕組みの充実 施策の方向性 

1) 町営住宅の適正な維持管理の推進 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇公営住宅等ストック総合改善事業 

関連事業 

4.効果 

5.指標 

第３章 施策の展開 

住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

賃 高 

賃 高 

賃 高 

賃 高 
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○令和２年時点の高齢化率は約 35％、令和 17 年には約 43％に達する見込みとなっている。

また、高齢単身、高齢夫婦のみ世帯は急増している。 [資料編 P.49～50、P.53] 

○【意向調査】借家居住者の今後の不安は「家賃の支払い」が最も多く約 32％、順に「高齢者に 

適した住宅の確保」、「住み替えや借り替え時の住宅の確保」となっている。[資料編 P.75] 

○【統計調査】令和５年時点の民営借家に住む世帯は 270 戸で、平成 30 年より減少している。[資料編 P.55] 

○【統計調査】住宅の手すり等の設置は、借家は約 39％と低い水準となっている。[資料編 P.58] 

 
 

 

○住宅セーフティネット制度を活用した民間賃貸住宅の性能向上と家賃等補助 

○居住支援を含めた重層的な支援体制確立や居住支援法人のサービス活用促進 

○高齢者等の居住ニーズに合致した民間賃貸住宅の性能向上 

 
 

 

■居住サポート住宅、セーフティネット住宅の登録促進 

■住宅セーフティネット制度を活用した家賃補助と改修補助等の検討 

■居住支援協議会の設置の検討 

■住宅確保要配慮者への支援体制づくり（重層的支援体制整備事業） 

■居住支援法人による相談・入居支援や生活支援等のサービス活用促進 

 

 

 

 

 

 

 

□住宅セーフティネット制度による住宅確保要配慮者の居住の安定確保と居住環境の向上 

□高齢者や子育て世帯が希望する場所で安心して生活できる居住環境と地域社会の形成 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

９ 
居住サポート住宅、セーフティネット住

宅の登録戸数 

88 戸 

（令和８年１月） 

観測実況 

指標 

 

方 針 安全・安心な住まい・まちづくり 

(2)  住まいのセーフティネットを支える仕組みの充実 施策の方向性 

2) 住宅確保要配慮者への住宅供給・支援 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇福島県住宅セーフティネット促進補助事業 

◇重層的支援体制整備事業 

関連事業 

4.効果 

5.指標 

住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

賃 高 

高 

賃 高 
賃 高 

高 賃 
賃 
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○町内の住宅の多くは持ち家となっており、子育て世帯向けの賃貸住宅が少ない。
[資料編 P.56]

○【意向調査】子育て世帯では今後も「親との同居・近居を継続」が約 55％、高齢者の

いる世帯でも「子どもと同居を継続」が約 34％と多くなっている。[資料編 P.71]

○【統計調査】子育て世帯数は年々減少しており、令和２年時点の町内の子育て世帯は

1,789 世帯、総世帯数に占める割合は約 30％となっている。 [資料編 P.54]

○【統計調査】町内の子育て世帯では、誘導居住面積水準の達成率が低くなっている。
[資料編 P.63]

○子育て世帯の居住水準向上に向けた快適な居住環境づくりへの支援

○子育て世帯に対応した公的賃貸住宅の供給

○希望する住宅を過度な負担なく選択できる環境整備

□定住促進のための家賃・住宅費等補助の活用促進と拡充検討

□立地・管理状況の良好な空き家・空き地の多様な利活用の推進【再掲】

■子育てに適した公営住宅等の供給検討 

□多世代が同居・近居し支えあう住まいづくりへの補助（県）の活用促進

□定住促進と住環境改善のための賃貸住宅建設への補助の活用促進 

□移住定住ポータルサイト「みはるぐらし」の充実と移住イベント等における

タウンプロモーションの展開

□住宅金融支援機構と連携した住宅取得支援【再掲】

■移転後も含めた相談窓口の設置検討

方 針 住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

(1) 若年世帯・子育て世帯の住まいに関する支援施策の方向性 

1) 若年世帯・子育て世帯への移住・定住支援取 組 

1.現状と課題

2.対策

3.具体的取組

第３章 施策の展開 

若者や子育て世帯のニーズを踏まえた住宅・住環境の整備 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

◇三春町結婚新生活支援事業 [施策集 P.85]

◇三春町定住促進住宅取得奨励金  [施策集 P.82]

◇みはるぐらし空き家改修等支援事業【再掲】[施策集 P.83]

◇福島県多世代同居・近居推進事業 [施策集 P.83]

◇三春町賃貸住宅建設促進事業奨励金 [施策集 P.84]

重点 

関連事業 

賃 

賃 
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□住宅取得や空き家の改修への補助による移住・定住者の増加 

□子育て世帯などが希望する場所で安心して生活できる居住環境と地域社会の形成 

 

○めざす住まいの姿 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

10 結婚新生活支援新規受給世帯数 
５組 

（令和５年度） 

７組 

（令和 11 年度） 

11 
三春町定住促進住宅取得奨励金実績累計

戸数 

50 戸 

（令和７年度） 

105 戸 

（令和 17 年度） 

※№10：第８次三春町長期計画より 

 

 

5.指標 

公営住宅 

(公的賃貸) 

区画整理住宅団地 

(戸建て・民間賃貸) 

4.効果 

町なかの空き家を 

活用した移住・定住 

過度な負担なく 

ゆとりある住まい 

利便性の高い立地
における住宅供給 

 

学校教育で三春の 
まちづくりや歴史の学習 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年間の出生数は減少傾向にあり、令和５年は 72人であった。また、町内からの転出超

過が続いていたが、令和５年には転出・転入数共に減少し、その差（社会減）は△８人

となっている。 [資料編 P.52] 

○【意向調査】現自宅の周辺環境の評価のうち、「公園や室内の遊び場などの充実度」は満

足度が最も低くなっている。 [資料編 P.70] 

○【意向調査】自宅の周辺に最も必要なものは「スーパー、コンビニ」、「ドラックスト

ア」、「医療施設」に次いで「子どもの遊び場・公園」が約 24％となっている。 

[資料編 P.70] 

○【意向調査】子育て期の住まいに関する不安は「子どもの通学に便利な場所かどうか」が

約 37％と最も多く、次いで「家賃や住宅ローンの負担増加」が約 25％となっている。 

[資料編 P.72] 

○【統計調査】令和２年時点の年少人口割合は 10.8％と県内平均値を上回っているが、今

後もさらに少子化が進行し、令和 17年には約 8.4％まで減少する見込みとなっている。 
 [資料編 P.50～51] 

 

 

 

○子育て世帯のニーズを踏まえた子育てしやすい環境整備 

○子どもの通学の利便性向上や住宅関連費用に関する支援 

 

 

 

□公園や子どもの遊び場の整備・既存施設の適切な管理 

■商業施設や医療施設等の生活利便施設用地の整備及び施設誘致の検討 

□地域の実情に応じたスクールバスの適切な運用の継続 

□子育て世帯の多様なニーズに応じた少子化対策・子育て支援の充実 

□子育て支援に関する情報提供・相談体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方 針 住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

(1) 若年世帯・子育て世帯の住まいに関する支援 施策の方向性 

2) 子育てしやすい住まいづくりへの支援 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

第３章 施策の展開 

若者や子育て世帯のニーズを踏まえた住宅・住環境の整備 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

重点 

子育て世帯の関心が高い 
スーパー、ドラックストア、公園など 
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□安心して子どもを産み育てることができる居住環境の整備 

□子育て世帯などが希望する場所で安心して生活できる居住環境と地域社会の形成【再掲】 

 

○めざす住まいの姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

12 
子育て支援センターの自由来館者延べ人数 

（子ども、父母・祖父母など） 

2,219 人/年 

（令和５年度） 

3,400 人/年 

（令和 11 年度） 

※第８次三春町長期計画より 

 

5.指標 

スクールバス 

児童クラブ 

公園・広場 

4.効果 

自然と調和した 

環境での子育て 

多世代同居・近居 

屋内遊び場 
(旧体育館の活用) 

地域での子どもの見守り 

子育て支援センターでの 

親子の交流や相談支援 

立地に恵まれた 
未利用地の活用 

子育て世帯と町が情報交換 
ニーズに応じた事業展開 
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○【意向調査】高齢になった時も「これまでどおり自宅で暮らしたい」が最も多い。[資料編 P.72] 

○高齢期に備えた住宅のバリアフリー化や温熱環境改善に資するリフォームへの支援が求

められている。 

○住宅の住替等については、手続き等の煩雑さなどにより抵抗感を感じる人がいる。 

○【統計調査】高齢化率は令和２年時点で約 35％、令和 17 年には約 43％に達する。[資料編 P.49] 

○【統計調査】住宅の手すり等の設置は、借家は約 39％と低い水準となっている。[資料編 P.58] 

 

 

 

○住宅のバリアフリー化や高齢になっても自宅で暮らせるための支援 

○住替やリフォーム等、高齢期の住生活向上へ向けた早期の備えの必要性の周知 

 

 

 

□介護保険制度による適切な住宅改修への補助 

■高齢者が転倒等により要介護状態になることを予防するための住宅改修への補助の検討 

■高齢者住宅改修における医療・福祉・保健・建築等との連携 

□町営住宅による高齢者住宅の供給【再掲】 

□ライフステージに応じた住替の普及啓発【再掲】 

□道路、公園、公共施設等のユニバーサルデザインの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

□住み慣れた自宅で安心して暮らすことのできる居住環境の整備 

□高齢者が希望する場所で安心して生活できる居住環境と地域社会の形成 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

13 
高齢者の居住する住宅のうち、一定のバ

リアフリー性能を有する住宅の割合 

47.3％ 

（令和５年） 

55.0％ 

(令和 15 年) 

※住宅・土地統計調査より                  

方 針 住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

(2) 高齢者等の安心居住の推進 施策の方向性 

1) 高齢者等が安心して健康に生活できる住まいづくりの推進 取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

 

◇居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事業 [施策集 P.85] 

◇高齢者住宅改修助成事業（高齢者にやさしい住まいづくり助成事業） 

◇日常生活用具給付事業（居宅生活動作補助用具） [施策集 P.86] 

 

関連事業 

5.指標 

第３章 施策の展開 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

高 

高 

高 

人口減少・少子高齢社会への対応 

重点 

4.効果 

賃 高 

高 

高 
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○【意向調査】高齢期の住まいに関しての不安は「病院や福祉施設への通いやすさ」が最も

多く約 51％、次いで「自宅（持ち家の場合）の継承」が約 29％、「バリアフリー化さ

れているか」が約 24％の順となっている。 [資料編 P.72] 

○【統計調査】令和２年時点の高齢者単身世帯は 705 世帯、高齢者夫婦世帯は 821世帯とな

っており、この 20年間で約２倍に増加している。 [資料編 P.53] 

 

 

 

○高齢者の孤立を防ぐ環境整備 

 

 

 

□地域包括ケアシステムの深化・推進 

□多世代が同居・近居し支えあう住まいづくりへの補助（県）の活用促進【再掲】 

□高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる見守り体制づくり 

□通いの場（サロン）活動や生涯学習の推進による地域住民の多世代交流機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□高齢者が希望する場所で安心して生活できる居住環境と地域社会の形成【再掲】 
 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

14 
住民主体による介護予防に資する通いの

場の設置数 

62 箇所 

（令和５年度） 

62 箇所 

（令和 11 年度） 

※第８次三春町長期計画より 

方 針 住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

(2) 高齢者等の安心居住の推進 施策の方向性 

2) 高齢者が孤立せず安心して暮らすことができる 

住まい・まちづくりの推進 

取 組 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 

4.効果 

5.指標 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

高 

高 

高 

高 

 

◇生活支援体制整備事業 

◇福島県多世代同居・近居推進事業【再掲】[施策集 P.83] 

◇福島県高齢者コミュニティづくり活性化支援事業 [施策集 P.86] 

◇地域サロン・地域支えあい事業補助金 

関連事業 

人口減少・少子高齢社会への対応 

重点 
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○めざす住まいの姿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 施策の展開 

高齢者向け公営住宅 

地域包括支援 

センター 

様々な機会を捉えた 
多世代交流 

多世代交流に配慮した 
公的賃貸住宅の供給 

地域での高齢者見守り 

まちなか散歩 

利便性の高い立地での 
高齢者施設供給 

健康に暮らすための 
住宅整備 

自宅での 
自立した生活 

通いの場(サロン)での 

地域交流と健康維持等 

住民同士の支え合いと 

福祉と連携した居住支援 

公共施設や道路の 
ユニバーサルデザイン化 

医療・福祉・建築の連携 



 26 

 

 

 

 
  

住生活をめぐる課題は、地域によって様々です。 

 

三春町では、昭和 58年度に「地域に根差した住宅文化の高揚」を目的として、「三春町

地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」を策定しました。これは、今までに培われた、三春の個性

に応じた住宅施策を展開し、よりよいまちづくりを進めようとするものです。 

 

社会経済情勢が大きく変化していくことが見込まれ、人の生き方や価値観が多様化してい

くなかでも、三春の魅力と個性ある地域特性を大切にしながら住宅政策に取り組むことが重

要であることは変わりません。 

 

こうしたことから、これまでの取り組みを活かしつつ、時代のニーズに対応し、安全・安

心・快適に暮らせる魅力的で持続可能な住まいづくり、まちづくりを形成するため、次のペ

ージからは、三春らしい「ゆかしさ」をつなぐ住宅施策について記載します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              写真等を掲載予定 

 

 

 

▲ 中心市街地の町なみ（春） 

 

 

 

三春の住まいづくり、まちづくり 
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○第８次三春町長期計画では基本目標に『「地域の絆」はぐくむ地域づくり』が挙げられ

ている。 

○地域とのつながりをこれからも大切にしていくことが求められている。 

○人口減少や少子高齢社会の進展により、防災・減災分野、地域福祉分野でも地域コミュ

ニティの活動低下が懸念されている。 

○高齢化が進んでいる地域では、冬季間の除雪や運転免許証の自主返納後などによる移動

手段の確保が難しくなってきている。 

○【意向調査】回答者の約 46％は町に 30年以上居住しており、また、回答者の約 51％は住

んでいる理由を「出身地」であるためと回答している。 [資料編 P.68] 

 

 

 

○地域における「コミュニティ」の醸成・維持の取組を支援 

 

 

 

□地域づくりや防災、交流の場となる交流・スポーツ・公園等施設の利活用促進と適切な

維持管理、整備検討 

□自治会機能の維持と地域活動の促進 

□空き公共施設の利活用の促進 

■地区の課題を地区で解決できるようなまちづくり協会の地域経営強化への支援（「小さ

な拠点」の形成等） 

□日常の生活を支える誰もが使いやすい生活交通の構築 

□通いの場（サロン）活動や生涯学習の推進による地域住民の多世代交流機会の提供 

 【再掲】 

■農地や里山林等の維持管理と地縁コミュニティの継承や新たなコミュニティの創出 

□子育て世帯、移住者、高齢者等を地域で手助けできるコミュニティの醸成・維持促進 

□地域コミュニティ等による除雪等の支援及び公営住宅を活用した集住の促進 

□ライスレイクの家等を活用した短期滞在や、各種国際化事業の実施などによる広域的な

人の交流促進 

 

 

 

 

 

方 針 三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり 

(1) 誰もが住み続けることができる住まい・まちづくりの推進 施策の方向性 

1) ゆかしさを感じる地域コミュニティの活性化 取 組 

 

◇地域提案型まちづくり交付金 

◇地域サロン・地域支えあい事業補助金【再掲】 

◇福島県高齢者コミュニティづくり活性化支援事業【再掲】[施策集 P.86] 

関連事業 

第３章 施策の展開 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

魅力的なみはるぐらしの実現 

高 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 
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□地域コミュニティの醸成・維持による安全・安心で住みやすい地域づくりの実現 

□地域コミュニティの向上による魅力的なみはるぐらしの実現 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

15 自治会加入率 
90.4％ 

（令和５年度） 

100％ 

（令和 11 年度） 

16 
町民一人あたりの地区交流館、

社会体育施設の年間利用回数 

地区交流館：2.5 回/人 

社会体育施設：3.0 回/人 

（令和６年度） 

どちらも 

4.0 回/人 

（令和 11 年度） 

※第８次三春町長期計画より 

小さな拠点とは 

                        小さな拠点とは、小学校区など 

複数の集落が集まるエリアで、

生活に不可欠な施設や活動場所

を一箇所に集約し、交通で周辺

と結ぶことで、人々が集い、交

流する機会が広がり、集落地域

の再生を目指す取り組みです。 

                               

                              左図：「小さな拠点」づくりの

取組イメージ 

                              出典：内閣府「住み慣れた地域

で暮らし続けるために～

地域生活を支える「小さ

な拠点」づくりの手引き

～」 

▲廃校利活用のイメージ 

学校は地域にとってのシンボルであり、財産でもある

ことから、統合により閉校する小学校施設の利活用が

課題となっています。 

▲地域コミュニティのイメージ 

多世代が趣味やスポーツ、イベントなどを通じて交流できる場づくりと、活動拠点となる公民館、図書館、体

育館などの生涯学習・社会体育施設の維持管理・整備の推進が求められています。 

4.効果 

5.指標 
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○「第８次三春町長期計画」では「みはるぐらし」の促進が挙げられている。 

○人口減少や少子高齢化により、住宅関連産業の縮小が見込まれるため、持続可能な地域

住宅産業の育成や地域経済の循環が求められている。 

○「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」から研究されてきた、三春の風土にあった伝

統的で高い居住性を備えた住まいづくりの開発・普及が求められている。  

○【意向調査】自宅周辺に必要な施設として「スーパー・コンビニ」が約 47％、「ドラッ

クストア・薬局」が約 41％となっており、子育て世帯では「ドラックストア・薬局」が

約 56％と最も求められている。 [資料編 P.70] 

 

 

 

○地域住宅産業をはじめとした商業・工業などの人材確保と

育成の取組を支援 

○使いやすい生活交通や賑わいや活気をもたらす商店街等の

活性化の推進 

○農業の担い手確保と新規就農者に向けた積極的な情報発信 

 

 

 

□日常の生活を支える誰もが使いやすい生活交通の構築【再掲】 

■商業施設や医療施設等の生活利便施設用地の整備及び施設誘致 

の検討【再掲】 

□三春大工など地域事業者が施工した住まいづくりへの 

補助の活用促進 

□三春町住宅研究会による三春の風土にあった伝統的で 

高い居住性を備えた住まいづくりの開発・普及 

□城下町の町なみを活かした町の賑わい創出への補助の 

活用促進（空き店舗等活用） 

■新規就農者等の誘致、新規就農希望者等に紹介可能な 

農業者向け空き住宅の堀り起こしとマッチング 

□農業ポータルサイト「みはるの実りのお福分け」等による情報発信 

 

 

 

 

方 針 三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり 

(1) 誰もが住み続けることができる住まい・まちづくりの推進 施策の方向性 

2) 魅力向上に資する農商工業等の活性化 取 組 

第３章 施策の展開 

魅力的なみはるぐらしの実現 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 
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□地域住宅産業をはじめ、魅力的な「みはるぐらし」を実現するために必要な人材の確保 

□三春の風土にあった伝統的で高い居住性を備えた住まいづくり普及による「みはるぐら

し」の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

17 空き店舗利活用事業実績 
18 件 

（令和７年度） 

30 件 

（令和 17 年度） 

 

◇ふくしま木の家・担い手応援事業 

◇福島県建設業振興事業 

◇担い手育成事業 

◇三春町賑わい創出事業補助金（空き店舗対策事業） [施策集 P.86] 

 

 

関連事業 

▲三春町景観カタログ（その１） 

啓蒙活動の一環として三春町住宅研究会と町が

協力して作成しました。 

▲農業体験や町民農園等による就農支援イメージ 

新規就農者は、地域農業や集落コミュニティの活性化に

つながります。 

▲空き店舗利活用のイメージ 

空き店舗の利活用は、地域活性化や賑わい創出、町の魅力向

上などが期待されます。 

4.効果 

5.指標 
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○高齢単身世帯をはじめ、子育て世帯、移住してきた世帯など、地域で孤立せずに安心し

て暮らすことができるコミュニティやネットワークの醸成・維持が求められている。 

○町民をはじめ、移住者や若い世代の意見やニーズ、関心のある事項などについて、直接

意見を聞く機会が少ないことが指摘されている。 

○快適で住みやすくまとまりあるまちづくりには、住み手が住まいや住まいづくりに興味

と関心を持ってもらうとともに、作り手へ三春独自の住まいづくりに関する情報発信が

求められている。 

○なじみの大工・工務店がいない人が、安心かつ気軽に相談できる体制の構築が求められ

ている。 

○【意向調査】「ゆかしさ」に関しては様々な意見が寄せられているが、三春の自然環境の

良さや地域のつながりについての意見が多くなっている。 [資料編 P.77] 

 

 

 

○町民をはじめ、移住者や交流者等、様々な団体との連携の下、三春らしい住まい・まち

づくりに関する意見交換・情報交換の推進 

○住まい・まちづくりに関する各種相談体制の構築 

○町内外の住み手や作り手へ住まい・まちづくりに関する広報・啓発活動の強化・充実 

 

 

 

□三春町に長く住み続けるための住まいづくりへの補助の活用促進と拡充検討 

□誰もが分かりやすい居住支援・住宅関連情報の提供・相談体制の充実 

□三春らしい暮らしの魅力を伝えるホームページやＳＮＳを活用した情報発信 

■立地等の周辺環境に恵まれた町有地や民有地の未利用地におけるまちなか居住や田園居

住の促進 

□事業におけるまちづくり協会や様々な団体との連携と町民・事業者・役場との情報を交

換しやすい場づくり 

■気軽に相談できる相談システムの整備検討 

■官民学連携による住まい・まちづくりの継承（三春町住宅研究会） 

 

 

 

 

 

方 針 三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり 

(2) 三春の住まい・まちづくりの推進 施策の方向性 

1) みんなで進める住まい・まちづくり 取 組 

第３章 施策の展開 

三春らしさの維持・継承 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

重点 

 

◇三春町定住促進住宅取得奨励金【再掲】[施策集 P.82] 

 

関連事業 

高 

高 

高 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 
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□「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」から継承される三春らしい住まい・まちづく

りの実現 

□安心して住宅を取得・利用できる環境づくり 

□各種制度の利用促進と制度活用による町民の利益向上 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

18 出前懇談会の開催数（５年間の累計） 
２件 

（令和５年度） 

12 件 

（令和 11 年度） 

※第８次三春町長期計画より  

▲事業における町民等との情報交換イメージ 

町民ニーズなどの実態に即した事業の実施には、町民

の声を聞く場づくりが求められています。 

▲「みはるぐらし」ホームページ 

移住・定住のポータルサイト。三春での暮ら

しや各種支援制度を発信しています。 

▲県や町で実施している住まいに関する支援制度のイメージ 

各種支援制度の適切な情報発信と安心かつ気軽に相談できる体制整備が求められています。 

三春町役場 

三春町議会 

4.効果 

5.指標 
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○未来を担う子どもたちに、三春町の伝統や景観について興味をもってもらい、この先も

三春らしい住まい・まちづくりを継承していく必要がある。 

○町の誇りや愛着を体現している「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」をこれからも

継承していく必要がある。 

○城下町としての景観や古きよき町なみを維持・継承していく必要がある。 

○【意向調査】住環境の評価では「周辺の自然環境や水辺の豊かさ」、「まちなみや景観の

良さ」、「近所や地域とのつながり」が評価されている。 [資料編 P.70] 

○【意向調査】町に期待する住宅施策について、リフォーム等の支援と空き家対策に次い

で、「犯罪に強い住まいの普及や防犯対策」が約 20％となっている。 [資料編 P.77] 

 

 

 

 

○学校教育や社会教育と連携して行う住まい・まちづくり学習の実施 

○防犯対策や緑豊かな住環境、三春らしい景観の維持保全など、更なる魅力向上 

 

 

 

 

□学校における町の伝統や景観、三春大工などの住まい・まちづくり学習の実施 

□防犯灯設置への支援継続と防犯カメラの設置 

□美しいまちをつくる三春町景観条例による伝統と自然環境を活かした歴史公園都市づく

りの推進 

■歴史的建造物や将来的に三春町の宝物となり得る建築物等の調査、保存、活用の検討 

□周辺環境に合った良好な住宅地形成の誘導（建築協定の推進） 

□緑豊かな住環境づくりへの補助の活用促進 

□滝桜をはじめとする豊かな自然環境やさくら湖などの景観資源を守るための計画的な土

地利用の推進 

■三春町の住まい・まちづくりを発展・推進するための立地適正化計画策定の検討 

□町家や蔵などの三春らしい城下町の町なみ形成への補助の活用促進 

□三春町建築賞を通じた「美しく住みよいまちづくり」の推進 

 

 

 

 

 

方 針 三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり 

(2) 三春の住まい・まちづくりの推進 施策の方向性 

2) みはるぐらしのすすめ 取 組 

第３章 施策の展開 

三春らしさの維持・継承 

■：新規   ：高齢者居住安定確保計画の取組   ：賃貸住宅供給促進計画の取組 高 賃 

重点 

 

◇三春町景観整備等補助金 [施策集 P.87]    ◇三春町緑化推進補助金 [施策集 P.87] 

◇三春町建築賞 [施策集 P.87]    

関連事業 

1.現状と課題 

2.対策 

3.具体的取組 
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□「三春町地域住宅計画（ＨＯＰＥ計画）」から継承される三春らしい住まい・まちづく

りの実現 【再掲】

□住情報の発信による「みはるぐらし」への関心拡大

□周辺環境に調和した、三春らしい美しい景観の形成

NO. 指標 現状値 目標値 

19 景観審査実施累計件数 
498 件 

（令和５年度） 

550 件 

（令和 11 年度） 

20 三春町建築賞応募者累計数 
384 件 

（令和７年度） 

419 件 

（令和 17 年度） 

※№19：第８次三春町長期計画より

▲大町の街並み

▲田園風景

▲三春滝桜

4.効果

5.指標

▲三春交流館「まほら」 ▲さくら湖

▲磐州通り ▲散策路

▲岩本住宅団地 ▲岩江こども園
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三春町高齢者居住安定確保計画は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13

年法律第 26号）」に基づく計画として、国の「高齢者の居住の安定確保に関する基本的

な方針」及び「福島県高齢者居住安定確保計画」を踏まえ、以下のとおり定めます。 

 

 

 

（１）基本目標・基本方針 

「福島県高齢者居住安定確保計画」においては、高齢者の居住の安定確保に向けた目

標として、「高齢者の多様なニーズに対応し、愛着ある住み慣れた地域で長く暮らす住

まいの実現」を掲げ、基本目標の実現のため、以下の３つの基本方針と共通方針を設定

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

三春町では、前述した「三春町住生活基本計画」の基本目標並びに３つの基本方針と

みはるぐらし方針を踏まえ、県計画に準拠した基本目標とします。 

 

（２）高齢者の豊かな住まいを実現するための基本的な考え方 

  （三春町における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標） 

三春町では、各供給主体（社会福祉法人、民間事業者等）や関係団体・協議会等と連

携しながら、次の【基本事項】を念頭に、前述の３つの基本方針と共通方針に従って、

高齢者が真に必要とする住まいや適切な介護サービスの供給を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 施策の展開 

３－３       三春町高齢者居住安定確保計画 

1.高齢者の居住の安定確保に向けた基本目標と基本方針 

 

 

 

基本方針１：住み慣れた地域で暮らす快適な住まい 

基本方針２：集まって住む活気ある暮らし 

基本方針３：介護や医療が付加された安心な暮らし 

共通方針：地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

 

【基本目標】高齢者の多様なニーズに対応し、愛着ある住み慣れた地域で 

長く暮らす住まいの実現 

【基本事項】 

①適確な現状把握 

地域における高齢者の居住実態（住まい・サービス）や居住ニーズ等の把握 

②住まい・サービスの適正な供給 

持家、公的住宅（公営住宅・セーフティネット住宅等）、民間の賃貸住宅、 

老人ホームなど、各々の住まいの役割に応じた必要量の把握と供給量の調整、 

介護サービスの適正な供給 

③住宅に居住する高齢者への支援確保 

持家・賃貸住宅に居住する単身高齢者等に対する、バリアフリー改修支援、 

介護サービスの充実 
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（１）住み慣れた地域で暮らす快適な住まい 

  高齢者の状況に応じた住宅の改善等への支援や、公営住宅等のユニバーサルデザイン

化を推進するとともに、既存住宅のヒートショック対策等の良質なリフォームを促進し

ます。また、ライフステージに応じた住替の啓発、高齢者の住まいに関する相談体制の

充実、多世代同居・近居の促進、様々な機会を捉えた多世代交流機会の創出など、住み

慣れた地域で快適に暮らしていくための施策を展開します。 

 

 

（２）集まって住む活気ある暮らし 

  「三春町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、町営住宅の性能向上と適正管理による

居住水準の向上を図ります。また、公営住宅における高齢者世帯の優先入居の実施と連

帯保証人制度等の弾力的運用に取り組むとともに、民間賃貸住宅による居住の安定確

保、生活支援や介護支援等が付いた高齢者向け住宅の適正化を推進し、集住により高齢

者世帯への見守り訪問等が容易に受けられる暮らしの実現のための施策を展開します。 

 

 

（３）介護や医療が付加された安心な暮らし 

  自宅以外においても住み慣れた地域でできるだけ長く住み続けるため、老人ホームの

適正管理や介護を担う人材確保・育成など、「三春町高齢者福祉計画・三春町介護保険

事業計画」等に基づき、介護・医療や生活支援サービスが受けられる安心な暮らしの実

現のための施策を展開します。 

 

 

（４）地域包括ケアシステムの深化・推進 

  地域包括支援センターを中心とした地域の高齢者に対する様々な支援を継続するほ

か、高齢者を地域で見守る体制づくりを支援するなど、「三春町高齢者福祉計画・三春

町介護保険事業計画」等に基づき地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組み、高齢

者が住みやすい地域社会づくり実現のための施策を展開します。 

 

 

 

 

「三春町高齢者居住安定確保計画」は、「三春町住生活基本計画」の計画期間に合わ

せ、令和８年度から令和 17年度までの 10年間とします。 

なお、「三春町住生活基本計画」の見直しなどに合わせ、必要に応じて見直しを図るこ

ととします。 

 

  

2.高齢者の居住の安定確保のための施策 

3.計画期間 
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「三春町賃貸住宅供給促進計画」は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促

進に関する法律（平成 19年法律第 112号）」（以下、「住宅セーフティネット法」とい

う。）に基づく計画として、国の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する基本的な方針（以下、「基本方針」という。）及び「福島県賃貸住宅供給促進計画」

を踏まえ、以下のとおり定めます。 

 

 

 

（１）住宅確保要配慮者の範囲 

  「住宅セーフティネット法第２条」及び「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

の促進に関する法律施行規則（平成 29年国土交通省令第 63号。以下、「国交省令」と

いう。）第３条（第 11号を除く。）」で定める住宅確保要配慮者のほか、同条 13号の

規定に基づき、基本方針に示されている者等、次に掲げる者を住宅確保要配慮者としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３章 施策の展開 

３－４       三春町賃貸住宅供給促進計画 

1.住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標 

①住宅セーフティネット法第２条第１項第１号から第５号で定める者 

低額所得者（月収 15.8万円以下）、被災者（発生後３年を経過していない災害） 

高齢者、障がい者、子ども（高校生相当以下）を養育している者 

②国交省令第３条第１号から第 12号で定める者 

外国人、中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者、ハンセン病療養所入所者等、 

北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者等、保護観察対象者等、 

刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等、困難な問題を抱える女性、生活困窮者、 

被災者（著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害・期間内） 

③基本方針に示されている者 

海外からの引揚者、新婚世帯（結婚後５年以内）、原子爆弾被爆者、戦傷病者、 

児童養護施設退所者、 

ＬＧＢＴ（レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー）、 

ＵＩＪターンによる転入者、 

住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 

④県が定める者 

被災者（発生後３年を経過した災害※） 

※住宅セーフティネット法第２条第１項第２号中「三年を経過していないものに限る」と

あるのを「三年を経過したものに限る」と読み替えて適用される者 
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（２）賃貸住宅の供給の目標 

 １）公営住宅の供給の目標 

  「三春町公営住宅等長寿命化計画（令和７年３月改訂）」において設定した将来公

営住宅等ストック量を踏まえ、長寿命化や入居条件の適正化等により、住宅困窮者へ

の公営住宅の供給を推進します。 

 

２）登録住宅の供給の目標 

  住宅確保要配慮者の一定の質が確保された民間賃貸住宅への円滑な入居を促進させ

るため、町内の空き家・空き室を有効活用し、登録住宅の供給の促進を図ります。 

 

 

 

（１）住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の推進 

 １）ストックの計画的かつ効率的な建替、改善及び維持管理等の推進 

  公営住宅等のストックを長期にわたり有効に活用するため、「三春町公営住宅等長

寿命化計画」に基づき、建替、改善及び維持管理等を計画的かつ効率的に実施しま

す。 

  なお、ストックの建替や改善等においては、一定の性能や面積が確保された住宅を

供給するため、耐震化、省エネルギー化及びバリアフリー化等を図り、世帯人員や高

齢者・障がい者等の身体状況に応じた設備・床面積を備えたものとします。 

 

２）公営住宅の入居及び管理の適正化 

 住宅確保要配慮者のうち、高齢者等の入居機会や居住の安定を確保するため、公営

住宅の供給において、高齢者や子育て世帯等の優先入居や連帯保証人・緊急連絡人の

確保に係る弾力的な運用等をするとともに、公営住宅の適正かつ効率的な管理運営に

努めます。 

 

 

（２）住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への円滑な入居の促進 

 １）登録に関する施策 

  住宅セーフティネットの制度の普及や登録戸数の増加を図るため、関係機関と連携

し、町内の不動産取引業者や民間賃貸住宅の賃貸人等が安心して住宅提供できる支援

等を検討します。 

  また、登録住宅については、「住宅セーフティネット法第９条第１項第７号」に規

定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修、家賃低廉化及び家賃債務保証料に係る

賃貸人等への補助の実施の検討を進めます。 

  なお、就労や子育て等を理由に、居住している住宅に住み続けることが必要な住宅

確保要配慮者を対象として、家賃低廉化の補助の実施の検討を進めます。 

 

 ２）居住支援に関する施策 

  地域の実情に応じたきめ細やかな居住支援を行うためには、福祉と住宅の緊密な連

携が不可欠であることから、居住支援協議会の設置を検討します。 

 

 

 

2.住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給のために必要な施策 
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（３）住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化 

  登録住宅又は認定住宅の賃貸人等は、常に登録又は認定の基準に適合するよう適正な

維持管理や計画的な修繕に努めます。 

 

 

（４）その他 

  「三春町賃貸住宅供給促進計画」の効果的な推進のほか、住宅確保要配慮者の居住の

安定の確保を図るため、関係団体と協力して福祉と住宅の連携を強化し、情報共有や課

題の抽出・解消に積極的に取り組みます。 

  また、住宅セーフティネットの主体的役割を担うものとして、組織内における福祉と

住宅の連携体制の強化、地域の実情に即した効果的な施策の実践に努めます。 

 

 

 

 

「三春町賃貸住宅供給促進計画」は、「三春町住生活基本計画」の計画期間に合わせ、

令和８年度から令和 17年度までの 10年間とします。 

なお、「三春町住生活基本計画」の見直しなどに合わせ、必要に応じて見直しを図るこ

ととします。 

 

 

 

 

  

第３章 施策の展開 

3.計画期間 

<美しいまちをつくる三春町景観条例> 
三春町では、景観形成にあたり、画一的な「基準」を示すのではなく、基本的な考え方を示した緩や

かな誘導を行うため「景観カタログ」を作成しています。この「景観カタログ」を基礎とした個別の審査

を通じて、まちづくりビジョンを共有しながら、三春町の豊かな自然や歴史・文化を守りつつ、住民が誇

りと愛着を感じられるまちづくりを進めています。 

審査を担当する景観専門委員会には、学識経験者に加え、町民が委員として参加しています。この

委員会では、町民と事業主体（建主や設計者）が直接意見交換を行い、地域に根ざした景観形成を

目指しています。 

 

<三春町建築賞> 
昭和57年に創設された「三春町建築賞」は、現在まで継続して運用されています。全国的にも珍し

い表彰制度です。この賞は、三春の町なみと調和する優れたデザインの建築物などを表彰することで、

町の建築文化の向上と、美しく住みやすいまちづくりに寄与することを目的としています。 

選考委員会では、選考委員長を除きすべて地元関係者が委員を務め、町民主体の運営を特徴とし

ています。この制度を通じて、建築文化の向上や三春らしい建築についての議論を深めています。 

協働のまちづくり その２ ～景観条例と建築賞～ コラム 
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本町は、昭和 30年に１町６村が合併し誕生したことから、地区によって異なった特性

がみられます。 

そこで、本計画を推進することで“将来実現できる住まい方”を住宅地の特性から、

「三春地区」、「岩江地区」、「田園地区（沢石・御木沢・要田・中妻・中郷）」の３地

区に分けて提案します。 

  なお、それぞれの地区での住まい方は、ほかの地区でも実践できるものが多くありま

す。この提案を参考に、自分にあった住まい方を探してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５       地域別施策の方向 

住まい方の提案 
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□ 城下町の風情ある街並みや神社仏閣、町中の桜やあじさいなどは、歴史や文化とともに

四季を色濃く感じながら暮らすことができます。 

□ 店舗や医療・福祉・子育て・金融機関・行政等の施設が集積し、公共交通も充実してい

るため、車に頼らず徒歩や自転車で移動して暮らすことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.三春地区 

第３章 施策の展開 

歴史公園都市づくりの推進（町内全域） 

景観条例や三春町建築賞等により町内外の 

住み手・作り手にも、みはるぐらしが広がっています 

お祭りなどの伝統が 

継承され、暮らしに 

賑わいが生まれています 

立地などに恵まれた空き家を 

地域交流の場や店舗に活用 

賑わいとふれあいを創出します 

歴史的に価値のある建物の保全・活用 

城下町の町なみを活かした景観が 

形成され、楽しくまち歩きができます 

既存住宅・宅地等の 

活用により 

住宅取得負担を軽減します 

がけが近いので、町ホームページで 

ハザードマップを確認して、 

非常時に備えます 

民間賃貸住宅の活用 

住宅セーフティネット制度により 

住まいの選択肢が増えます 

公営住宅の長寿命化工事に

より、居住水準と住環境が

向上しています 

公共交通が充実し、高齢者も

市街地なら徒歩圏内で 

便利な暮らしができます 

町民が参画した空き家対策（町内全域） 

空き家バンクでの情報発信が充実し 

空き家の利活用等が進んでいきます 
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多世代がふれあえる 

魅力的な広場や公園が

整備されています 

役場と住宅関係業者が 

連携して、安心かつ 

気軽に相談できる 

住まいの相談体制が 

構築されています 

学校教育と連携し、 

子どもたちが町の歴史や文化、 

住んでいる地区を学んでいます 

資源を活かしたまちづくり（町内全域） 

山に囲まれた丘陵地のまち、 

四季折々の自然や花、 

歴史ある町なみなどにより 

楽しくウォーキングや 

ジョギングができます 

公共施設・道路・公園等のユニバーサルデザインにより、 

高齢者や障がい者等もまち歩きや交流が 

円滑にできるようになっています 

コンパクトなまちづくり（町内全域） 

まちが便利で安全、安心に 

住めるようになっています 

高齢者向け賃貸住宅を 

提供しています 
医療・福祉・建築が

連携して効果的に 

高齢期の居住環境が 

確保されています 

生涯学習や文化芸術活動により 

生活の彩りを色鮮やかにし、 

地域コミュニティを深めることができます 

子育て支援に関する情報交換や

相談体制が充実し、子育て 

しやすい環境になります 
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□ こども園や小学校、中学校、舞木駅が徒歩圏内に集積されており、安心して子育てがで

きます。 

□ 郡山市に隣接しているので、都市と田園地域の調和のとれた、便利でゆとりある暮らし

を送ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.岩江地区 

第３章 施策の展開 

生涯学習等での住まいづくりに関する講習により、 

住まい・まちづくりに興味を持つ人が 

増えています 

中核市の郡山市が近く、利便性が

高い一方で、地価が比較的安く、

住みやすくなっています 

老朽化した公営住宅の建替推進 

多様な世帯が入居でき、多世代の 

交流に配慮した住宅を供給します 

コミュニティバス等により 

医療機関や商業施設へのアクセスが 

確保され、生活の質が向上しています 

補助制度を活用した太陽光パネルの 

設置等、住宅の省エネルギー化が 

進んでいます 

緑化協定や建築協定などにより 

周辺環境と調和のとれた潤いのある 

住宅地が形成されています 

様々なイベントや生涯学習により、 

新旧住民や多世代の交流が 

充実しています 

民間事業者による 

良質で良好な宅地開発・建築が 

行われています 
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□ 豊富な緑と水環境に恵まれた自然環境の中で、自然と調和したゆとりある暮らしを送る

ことができます。 

□ 農地と一体となった住宅や作業場付きの古民家など、田園生活のライフスタイルにあっ

た静かで落ち着いた暮らしを送ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

3.田園地区 

断熱リフォーム等により

ヒートショックなどの 

健康被害を防ぎます 

まちづくり協会による活性化（町内全域） 

各地区のまちづくり協会等における事業展開により、

地区特性が活かされたまちづくりが実現していきます 

豊かな自然環境の中で、田園生活を

満喫しながら、安心して暮らせる 

住宅の供給を促進します 

小さな拠点づくり（地域運営組織の形成） 

旧小学校や公民館等を拠点に住民主体で農産物加工販売・集落コンビニ運営・公共交通支援などに取組み 

仕事・収入を確保し、地域資源を活用しながら地域全体での支え合いや地域課題の解決に繋げていきます 

ワークショップの開催 

多様な世代の声が 

町政に反映されています 

町民球技大会などの 

イベントで多世代の 

交流を増やしていきます 

こまシェア等により 

集落⇔拠点と地域内⇔外の 

交通手段を確保します 

農地・里山保全活動による新たな交流の 

場の創出や体験活動を通じた都市住民との

交流に基づき関係人口が増えています 

生活道路や狭あいな道路の

整備により、安全で良好な

環境となっています 
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NO. 指標 現状値 目標値 

１ 
福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援 

補助金実績累計件数※１ 

383 件 

(令和５年度) 

635 件 

(令和 12 年度) 

２ 令和元年以降のリフォーム実施率※２ 
29.8％ 

(令和５年) 

38.0％ 

(令和 15 年) 

３ 
空き家率 

（住宅ストック総数に対する割合）※２ 

11.1％ 

(令和５年) 

観測実況 

指標 

４ 町補助を活用した空き家の改修等累計戸数 
45 戸 

（令和６年度） 

90 戸 

（令和 17 年度） 

※１：第３次三春町地球温暖化対策実行計画より 

※２：住宅・土地統計調査より 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

５ 
新耐震基準（昭和 56 年基準）が求める 

耐震性を有しない住宅ストックの比率※３ 

11.9％ 

（平成 30 年） 

おおむね解消 

（令和 12 年） 

６ 災害ハザードエリアの認知率 ― 
80％ 

（令和 17 年度） 

７ 幹線道路舗装修繕率※４ 
29.5％ 

（令和５年度） 

39.9％ 

（令和 11 年度） 

８ 
三春町公営住宅等長寿命化計画に基づく 

町営住宅の修繕率 

12.9％ 

(令和７年度) 

100％ 

(令和 16 年度) 

９ 
居住サポート住宅、セーフティネット住宅 

の登録戸数 

88 戸 

（令和８年１月） 

観測実況 

指標 

※３：三春町耐震改修促進計画より 

※４：第８次三春町長期計画より  

３－６       指標一覧 

第３章 施策の展開 

基本方針１ 

基本方針２ 

未来に誇れる住まい・まちづくり 

安全・安心な住まい・まちづくり 
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NO. 指標 現状値 目標値 

10 結婚新生活支援新規受給世帯数※４ 
５組 

（令和５年度） 

７組 

（令和 11 年度） 

11 
三春町定住促進住宅取得奨励金実績累計 

戸数 

50 戸 

（令和７年度） 

105 戸 

（令和 17 年度） 

12 
子育て支援センターの自由来館者数※４ 

(子ども、父母、祖父母など) 

2,219 人/年 

（令和５年度） 

3,400 人/年 

（令和 11 年度） 

13 
高齢者の居住する住宅のうち、一定の 

バリアフリー性能を有する住宅の割合※２ 

47.3％ 

（令和５年） 

55.0％ 

(令和 15 年) 

14 
住民主体による介護予防に資する通いの 

場の設置数※４ 

62 箇所 

（令和５年度） 

62 箇所 

（令和 11 年度） 

※２：住宅・土地統計調査より 

※４：第８次三春町長期計画より 

 

 

 

 

NO. 指標 現状値 目標値 

15 自治会加入率※４ 
90.4％ 

（令和５年度） 

100％ 

（令和 11 年度） 

16 
町民一人あたりの地区交流館、社会体育 

施設等の年間利用回数※４ 

地区交流館：2.5 

社会体育施設：3.0 

回/人 

（令和６年度） 

どちらも 4.0 回/人 

（令和 11 年度） 

17 空き店舗利活用事業実績 
18 件 

（令和７年度） 

30 件 

（令和 17 年度） 

18 出前懇談会の開催数（５年間の累計）※４ 
２件 

（令和５年度） 

12 件 

（令和 11 年度） 

19 景観審査実施累計件数※４ 
498 件 

（令和５年度） 

550 件 

（令和 11 年度） 

20 三春町建築賞応募者累計数 
384 件 

（令和７年度） 

419 件 

（令和 17 年度） 

※４：第８次三春町長期計画より 

  

基本方針３ 

みはるぐらし方針 

住みたい・住み続けたい住まい・まちづくり 

三春らしさをつなぐ住まい・まちづくり 
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 本計画に位置づけた様々な住宅施策の展開については、居住者や住宅の所有者である 

「住み手・住まうヒト」だけではなく、住宅関連事業者や居住支援関連事業者といった 

「作り手・住まいを支えるプレイヤー」など、各主体が連携し、それぞれの役割を果たす 

ことが重要です。 

 

 

 

 

   町民（住み手・住まうヒト）のみなさんには… 

□自らが居住・所有する住宅の質の維持・改善に取り組み、良質な住宅を未来に

継承していくことが期待されます。 

□災害に備えた安心・安全な住まい、環境に配慮した住まいにしていくことが 

期待されます。 

□空き家の所有者は、住宅そのものが貴重な地域資源であること、そして地域 

社会や町なみを構成し環境に影響を及ぼす要素であることを認識し、住宅の  

適正な管理や利活用に努めることが期待されます。 

□住み手個々の住まい方を通じて魅力ある「みはるぐらし」の形成に主体的に 

関与することが期待されます。 

 

   事業者（作り手・住まいを支えるプレイヤー）のみなさんには… 

□住み手のニーズに応え、安全で安心できる住生活、快適で健康的な住生活が 

営まれるよう質の高いサービスの提供に努めることが期待されます。 

□既存住宅の流通促進や空き家の利活用、居住支援など、行政と連携した支援・

相談体制の構築が期待されます。 

□専門的な知識を活かした「みはるぐらし」の魅力向上に向けた取組が期待さ 

れます。 

□三春独自の住まいづくりを担う住宅建設技能者や建築士等の確保、後継者の 

育成が期待されます。 

 

   行政は… 

□基本目標達成に向けて、住み手、作り手と庁内関連部局が様々な分野で連携

し、「みはるぐらし」の魅力向上に向けたきめ細やかな施策展開を進め、計画 

の進捗管理に努めます。 

□住まい・まちづくりに関する取組について、住み手や作り手が「自分ごと」と

して捉え、参画・参入しやすいよう、体制やネットワークづくりを支援します。 

 

 

1.各主体に期待する役割 

３－７       施策の推進 

第３章 施策の展開 
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 本計画は住宅政策部門のマスタープランとして、また、関連分野との調整に関する指針と

なる計画として積極的な運用を図ります。 

具体的取組を確実に実行するため、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、計画、実行、評価、改

善を進めていきます。 

なお、計画の進行管理については、全 20の成果指標の評価・検証により進捗状況を把握

し、社会情勢の変化や住宅ストック・住宅市場に関する統計の推移、町民ニーズの変化、上

位関連計画の策定・見直しの状況等に応じて、随時施策の見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.計画の進行管理 

PDCA 

サイクル 

Dｏ 

施策の推進 

取り組みの実施 

指標の評価・検証 

Cｈｅｃｋ 

施策、取り組み、

指標の見直し 

Aｃｔｉｏｎ 

Pｌａｎ 

施策の構築 

取り組み、指標設定 

<三春町住宅研究会> 

ＨＯＰＥ計画にあわせて、地域における良質な住宅の普及、良質な住環境形成と建築技術の研鑽を目

指し、気候風土に合った住まいの設計、新しいライフスタイルと住宅デザイン、住宅地区における総合的な

環境設計等を目的に、三春町内の大工・工務店・設計者等の建築関連事業者によって結成されました。 

これは、「地元の建設関連事業者こそ、実際に住まいや町をつくる主体であり、彼らが住まいや町なみ

のあり方を考え、町なみ整備の方針等を検討する場に直接参加することで、計画を実行に移すときの大

きな原動力になるだろう」という考えに基づいたもので、東京大学の渡辺定夫助教授（当時）によって提

案されたものです。 

その後、歴史的建造物調査や町なみに係わる計画提案、東日本大震災の際には、木造の仮設住宅・

復興公営住宅を建設するなど、地元主体のまちづくりを牽引する主体となっています。 

 

<一般社団法人全国空き家アドバイザー協会 福島県三春支部> 

令和 8 年 2 月、「全国空き家アドバイザー協議会福島県三春支部」が設立されました。 

本団体は、不動産や建築などの関係事業者を中心とした会員で構成されており、専門的な知識とノウ

ハウを活用して、地域社会が直面している空き家問題の解決と地域活性化の促進を目的としています。 

行政とも連携し、三春町の歴史ある町並みや豊かな自然といった地域資源を守りながら、空き家の発

生抑制、利活用（「スムヤドスム」などの活用事例の推進）、および特定空き家の解体促進など、具体的

な対策に取り組みます。 

協働のまちづくり その３ ～住宅研究会と空き家アドバイザー～ コラム 
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（１）人口・世帯等の動向 

１）人口と世帯数の推移 

本町の人口は、平成７年以降減少傾向になっており、令和２年には 17,018人となって

います。将来推計人口では、令和 17年には約 14,000人と現在より約 3,000 人減少する

見込みで、令和 37年には 10,000人を下回ることが予測されています。 

世帯数は、平成 27年に 6,230世帯へ増加しましたが、令和２年は 5,572世帯となって

います。 

１世帯当たり人員は減少傾向にあり、令和２年には 3.05 人/世帯となっています。 

 
図表１ 人口と世帯数の推移と将来見通し 

【資料】実績値：国勢調査、推計値：国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

２）年齢区分別人口の推移 

人口を年齢３区分別の推移でみると、平成 12年から令和２年の 20年間で、年少人口

（0～14歳以下）の割合は 15.9％から 10.8％へ減少しています。 

また、生産年齢人口（15～64 歳以下）の割合は 62.7％から 54.2％へと大幅に減少し

ています。一方、老年人口（65 歳以上）の割合は 21.4％から 34.8％へと大幅に増加し

ています。 

将来見通しによれば、令和 17年には、年少人口は約８％まで減少し、老年人口の割合

は約 43％に達する見込みです。 
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図表２ 年齢３区分別人口の推移と将来見通し 

 
【資料】実績値：国勢調査、推計値：国立社会保障・人口問題研究所 ※総数には年齢不詳を含みます。 

 

 

３）人口構成 

本町の人口ピラミッドをみると、男女共に 70～74歳が最も多くなっています。 

また、年少人口及び老年人口の構成比を福島県内の市町村で比較すると、本町の年少

人口割合(10.8％)は県平均(10.3％)より高く、老年人口割合（34.8％)は県平均値

（38.0％)より低くなっており、他市町村と比べて少子高齢化の進行が緩やかであること

がわかります。しかし、老年人口割合は県平均より低くはなっていますが、それでも総

人口のうちの約３割以上が老年人口であり、少子化・高齢化ともに緩やかに進行してい

ることがわかります。 

 

図表３ 人口ピラミッド（令和６年時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料】住民基本台帳 
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図表４ 福島県内の年少人口・老年人口の割合 

 
【資料】令和２年国勢調査 

※年少人口割合４％以下の富岡町、大熊町、浪江町、飯館村はグラフ外となり、双葉町はデータがありません。 
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４）人口の動態 

自然動態に関しては過去５年ともに死亡数が出生数を上回り、自然減となっていま

す。 

社会動態に関しては令和２年には転出が減少し、社会減が少なくなったものの、令和

３年からは転出が増加し社会減が多くなりました。 

令和５年には転入、転出共に減少していますが、わずかに転出が上回り社会減となっ

ています。 

 
図表５ 自然動態 

【資料】住民基本台帳 

 

図表６ 社会動態 

【資料】住民基本台帳 
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（２）住宅の確保に配慮が必要な世帯の動向 

１）高齢者のみ世帯数の推移 

高齢者のみ世帯は、平成 12年から令和２年の 20年間で、高齢者単身世帯は 304世帯

から 705世帯へ約 2.3倍に増加、高齢者夫婦世帯は 434 世帯から 821 世帯へ約 1.9倍に

増加しています。 

総世帯数に占める高齢者のみ世帯の割合は、平成 12年の 13.2％から令和２年の 27.4%

となり、大幅に増加しています。 

 
図表７ 高齢者のみ世帯数の推移 

【資料】国勢調査 

※高齢単身世帯：65 歳以上の単独世帯数 

※高齢者夫婦世帯：夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦のみ世帯数 

 

 

２）要介護認定者数の推移 

要支援及び要介護認定者数は、令和６年は総数 895人となっており、令和２年から令

和６年の推移は横ばいとなっています。 

 
図表８ 要介護認定者数の推移 

 
【資料】三春町町勢要覧 
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３）障がい者数の推移 

障がい者数は、平成 27年から令和２年の６年間では増加傾向にあります。 

内訳をみると、身体障がい者数と知的障がい者数は横ばいですが、精神障がい者数は

増加しています。 

 
図表９ 障がい者数の内訳と推移 

 
【資料】「第６期三春町障がい福祉計画・第２期三春町障がい児福祉計画」 

 
 

４）子育て世帯の推移 

子育て世帯（18歳未満親族のいる世帯）のうち、６歳未満親族のいる世帯は平成 17

年から令和２年の 15年間で 670世帯から 490世帯、６歳以上 18歳未満親族のいる世帯

は 1,920世帯から 1,299世帯となっており、それぞれ減少傾向にあります。 

総世帯数に占める子育て世帯（18歳未満親族のいる世帯）の割合は、平成 17年の

46.2％から令和２年は 30.0％と大きく減少しています。 

 
図表 10 18 歳未満親族のいる世帯数の推移 

 
【資料】国勢調査 
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５）ひとり親世帯の推移 

ひとり親世帯のうち、母子家庭世帯は平成 22年から令和２年の 10年間は横ばい、父

子家庭世帯は減少傾向にあります。 

子育て世帯（18歳未満親族のいる世帯）に占めるひとり親世帯の割合は、平成 22年

の 3.6％から令和２年は 4.3％と増加しています。 

 

図表 11 ひとり親世帯の推移 

【資料】国勢調査 

 

 

６）賃貸住宅居住世帯の推移 

民営借家に居住する世帯は、平成 20年から平成 30年までは増加しましたが、その後

減少し、令和５年には 270世帯となっています。 

 

図表 12 住宅の所有関係別状況の推移 

【資料】住宅・土地統計調査 

 

 

 

5,170
4,490

5,180 5,270

200
720

330 190170 320
380 270

20
170

10
20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成20年 平成25年 平成30年 令和5年

グ ラ フ タ イ トル

持ち家 公営の借家 民営借家 給与住宅(戸)

5,900戸 5,750戸5,700戸5,560戸



 56 

 

（３）三春町の住宅事情 

１）住宅ストックの構成 

令和５年の住宅・土地統計調査による住宅総数は 6,780戸であり、その内訳として居

住世帯のある住宅が 5,890戸（86.9％）、居住世帯のない住宅が 890戸（13.1％）とな

っています。 

令和２年国勢調査における総世帯数と住宅素数を比較すると、既に住宅総数が総世帯

数を上回っており、住宅の数は充足している状況です。 

また、居住世帯のある住宅のうち、持ち家は 4,980戸（73.5％）、借家は 460 戸

（6.8％）となっており、持ち家のほとんどは一戸建てとなっています。なお、居住世帯

のない住宅のうち、空き家は 750戸（11.1％）となっています。 

 

図表 13 住宅ストックの構成（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

※「空き家」のうち「二次的住宅」とは、別荘及び残業で遅くなった時に寝泊まりするなどた

まに寝泊まりしている人がいる住宅のことです。 

※「空き家」のうち「その他の住宅」とは、空き家の分類上の二次的住宅、賃貸用または売却

用の住宅以外の利用目的が決まっていない住宅のことです。 

※「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用している、あるいは、何人かの人が交代で寝

泊まりしているなど、そこに普段居住している者が一人もいない住宅のことです。 
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※ 統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずし

も一致しません。 

２）住宅の建築時期 

令和５年の住宅・土地統計調査による住宅の建築時期は、「昭和 45（1970）年以前」

の住宅の割合（12.9％）と、「昭和 46（1971）年～昭和 55（1980）年」の住宅の割合

（13.4％）を合わせた、昭和 55（1980）年以前に建築された（耐震性など老朽度リスク

が危惧される）住宅は約 26％となっています。 

さらに「昭和 56（1981）年～平成 2（1990）年」の住宅の割合（15.3％）を加える

と、建築後 30年以上を経過した住宅は約 41％であり、住宅総数の約４割を占めていま

す。 

 
図表 14 住宅の建築時期別の割合（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

 

３）住宅の耐震化の状況 

令和６年３月に改正された「三春町耐震改修促進計画」によると、平成 30年住宅・土

地統計調査結果から、住宅総数約 5,920戸のうち、耐震性を有すると思われる戸数につ

いては、約 5,215戸と推測され、耐震化率は約 88.1％となっています。 

平成 30年時点で、耐震性がない住宅は約 705戸と推測されます。 

 

図表 15 耐震性の有無別にみた住宅戸数と耐震化率  
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４）空き家の状況 

空き家の戸数は、平成 20年から令和５年の 15年間で 800戸から 750戸へと減少して

おり、住宅総数に占める空き家の割合も 12.3％から 11.1％まで減少しています。 

令和５年における空き家総数のうち、最も多いのが「その他の空き家」の 520 戸であ

り、空き家総数の約７割を占めています。 

 
図表 16 空き家の区分別にみた戸数の推移 

【資料】住宅・土地統計調査 

 
 

５）高齢者のための設備 

令和５年の住宅・土地統計調査による高齢者等のための設備が 1つ以上ある住宅は、

持ち家が 70.5％であるのに対し、借家は 39.1％にとどまっています。 

高齢者等のための設備のうち最も設置割合が高いのは持ち家・借家共に「手すりがあ

る」で持ち家は 61.6％、借家では 32.6％となっています。 

 

図表 17 高齢者等のための設備のある住宅の割合（令和５年） 

【資料】令和５年住宅・土地統計調査 
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６）住宅の省エネルギー設備 

令和５年の住宅・土地統計調査による省エネルギー設備ある住宅の割合は、全住宅で

「二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓（すべての窓）」が最も多く 27.7％となってい

ますが、持ち家の割合は高いものの、借家は 10.4％と低い水準になっています。 

また、「二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓（一部の窓）」の場合は、持ち家、借

家共に 25％程度の設置率になっています。 

なお、「太陽熱を利用した温水機器等」を設置している住宅は全住宅で 6.8％、「太

陽光を利用した発電機器」を設置している住宅は全住宅で 12.2％となっており、省エネ

ルギー設備機器の設置率は１割程度となっています。 

 
図表 18 省エネルギー設備のある住宅の割合（令和５年） 

【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

 

 

７）住宅の着工数 

住宅着工数の推移をみると、平成 26年には年間 115 戸となっていましたが、令和元年

には大きく減少し、さらに令和６年には 29戸まで減少しています。 

着工種別では持家が大半を占めていますが、平成 26年には貸家が 44戸、令和元年に

は分譲住宅が６戸、令和６年には２戸着工されましたが、貸家は０戸となっています。 

 

図表 19 新設着工住宅数 

 
【資料】建築着工統計調査 住宅着工統計 
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８）住宅の取得方法 

令和５年の住宅・土地統計調査による住宅の取得方法は、全体では「新築（建て替え

を除く）」が 32.8％と最も多く、次いで「相続・贈与で取得」が 21.1％、「建て替え」

が 17.3％となっています。 

「中古住宅を購入」の割合はリフォーム後の住宅の方が多くなっていますが、合わせ

ても約 13％程度となっています。 

なお、昭和 45年以前の住宅の半数は「相続・贈与で取得」となっています。 

 

図表 20 持ち家の建築時期別住宅の購入・新築・建て替え等の割合（令和５年） 

【資料】令和５年住宅・土地統計調査 
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９）リフォームの実施状況 

令和５年の住宅・土地統計調査による持ち家の令和元年以降のリフォーム実施状況

は、全体では「リフォーム工事を行った」が 29.8％となっています。 

住宅の建築年別では「昭和 56～平成２年」の住宅で実施割合が高く約 46％、次いで

「昭和 46～55 年」の住宅が約 41％となっています。 

 

図表 21 持ち家の建築時期別令和元年以降に実施したリフォーム工事の割合（令和５年） 

 

【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

 

 

10）住宅の接道状況 

令和５年の住宅・土地統計調査による住宅の接道状況は、建築年別で建築年が古い住

宅ほど幅員４ｍ未満の道路に接道している割合が高くなっています。 

なお、昭和 45 年以前に建築された住宅では、約半数が幅員４ｍ未満の道路に接道して

います。また、「未接道」となっている住宅は建築年別で「昭和 46～55 年」が 6.4％、

「昭和 45 年以前」が 4.0％、「平成３～12 年」が 2.6％となっています。 
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図表 22 住宅の建築年別接道状況（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

 

 

11）居住面積水準 

国では、世帯人数に応じて必要とされる住宅規模等に関する指標として、「住生活基

本計画（全国計画）」において居住面積水準を定めています。 

 

 ①最低居住面積水準 

令和５年の住宅・土地統計調査による最低居住面積水準※未満の住宅に住む世帯の割合

は、住宅総数の 1.9％となっており、福島県や全国と比べて低い状況です。 

しかし、住宅の所有関係別では、給与住宅は 50.0％と非常に高くなっています。 

 
図表 23 住宅の所有関係別最低居住面積水準未満の住宅に住む世帯の割合（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

※最低居住面積水準：世帯人数に応じて健康で文化的な住生活の基本とし必要不可欠な住宅面積に関する水

準のことです。 

1.9%

1.5%

6.3%

0.0%

9.5%

0.0%

50.0%

4.0%

0.6%

13.3%

7.0%

14.1%

13.8%

17.4%

6.3%

0.9%

16.3%

7.5%

17.2%

18.1%

14.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

総数

持ち家

借家（総数）

公営の借家

民営借家（木造）

民営借家（非木造）

給与住宅

三春町 福島県 全国
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②子育て世帯の最低居住面積水準 

令和５年の住宅・土地統計調査による夫婦と 18歳未満の子どもからなる「子育て世

帯」が住む住宅の最低居住面積水準未満となっている世帯の割合は、総数で 18.0％とな

っており、福島県や全国と比べて高い割合となっています。 

世帯構成別では、特に「夫婦と６～９歳の者」の世帯で 40.0％と高くなっています。 

 
図表 24 最低居住面積水準未満の住宅に住む子育て世帯の割合（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査 

 

③子育て世帯の誘導居住面積水準 

令和５年の住宅・土地統計調査による夫婦と 18歳未満の子どもからなる「子育て世

帯」が住む住宅の誘導居住面積水準未満となっている世帯の割合は、総数で 44.0％とな

っており、福島県や全国と比べて低い割合となっています。 

世帯構成別では、夫婦と６歳以上の子どもがいる世帯で福島県や全国と比べて高い割

合になっています。 

 

図表 25 誘導居住面積水準未満の住宅に住む子育て世帯の割合（令和５年） 

 
【資料】令和５年住宅・土地統計調査  

18.0%

12.5%

0.0%

40.0%

12.5%
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5.5%

4.4%

8.1%
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4.2%

4.3%

3.7%

3.8%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

総数

夫婦と３歳未満の者

夫婦と３～５歳の者

夫婦と６～９歳の者

夫婦と10～17歳の者

三春町 福島県 全国
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66.0%
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夫婦と３歳未満の者

夫婦と３～５歳の者

夫婦と６～９歳の者

夫婦と10～17歳の者

三春町 福島県 全国
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（４）その他 

１）主な地震の記録 

災害発生年月日 災害の種類 人的被害 住家被害 

平成 23.３.11 東日本大震災 
死者１名 

負傷者２名 

全壊 32 棟 

半壊 233 棟（大規模半壊を含む） 

一部損壊 1,407 棟 

令和３.２.13 福島県沖地震 － 

全壊１棟 

半壊１棟 

準半壊 10 棟 

一部損壊 261 棟 

【資料】三春町地域防災計画資料編 

 

 

２）主な水害の記録 

災害発生年月日 災害の種類 総雨量（㎜） 人的被害 建物被害 

昭和 56.８.22～23 台風 15 号 139.0 － 
床上浸水１棟 

床下浸水 15 棟 

昭和 57.９.11～12 台風 18 号 135.0 
死者１名 

重傷５名 

全壊１棟 

半壊２棟 

床上浸水 40 棟 

床下浸水 208 棟 

昭和 61.８.４～５ 台風 10 号 220.0 軽傷２名 

一部破損 28 棟 

床上浸水３棟 

床下浸水 131 棟 

昭和 63.９.12 寒冷前線 95.0 － 
床上浸水４棟 

床下浸水 19 棟 

平成元.８.27 台風 17 号 80.0 － 
床上浸水２棟 

床下浸水９棟 

平成３.10.９～13 台風 21 号 196.0 － 一部損壊２棟 

平成５.９.10 局地的集中豪雨 40.5 － 
床上浸水８棟 

床下浸水 109 棟 

平成 10.７.29    〃 68.0 － 
床上浸水 19 棟 

床下浸水 79 棟 

平成 10.８.27～９.１    〃 361.0 － 

避難 37 世帯 

個人住宅被害 340 

道路等被害 176 

野内・施設被害 61 

ほか 

平成 11.７.21 〃 48.0 － 
床上浸水１棟 

床下浸水 24 棟 

平成 11.８.12 〃 30.5 － 床下浸水６棟 

平成 12.８.５ 〃 101.0 - 
床上浸水２棟 

床下浸水 21 棟 

令和元.10.12～13 台風 19 号 241.0 － 

全壊１棟 

半壊２棟 

準半壊１棟 

床上浸水１棟 

床下浸水１棟 

【資料】三春町地域防災計画資料編 
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（１）調査の概要 

１）調査目的 

三春町住生活基本計画の策定にあたり、町民の住宅や住環境に対する意識、ニーズ等

の調査を実施し、調査結果の集計及び分析結果を本計画に反映することにより、より実

効性のある計画にすることを目的として実施しました。 

 

 

２）調査概要 

調査対象：18歳以上の町民 

調査対象数：1,300人 

抽出方法： 

・同一世帯での重複なしとして住民基本台帳から抽出 

・総世帯数の２割程度（令和７年５月末時点の世帯数：6,560世帯） 

配布方法：郵送による配布 

回収方法：郵送による回答、Web上での回答 

記入方式：無記名回答方式 

調査期間：令和７年８月１日（金） ～ ８月 22日（金） 

 

３）回収結果 

配布数：1,300件 

有効回収数：486件 

回収率：37.4％ 

 

図表 25 地域別の配布数・回収数 

地区 配布数 回収数 回収率 

三春 470 237 50.4% 

沢石  65  29 44.6% 

要田 100  26 33.0% 

御木沢 115  38 32.2% 

岩江 330  88 26.7% 

中妻  90  22 24.4% 

中郷 130  40 30.8% 

不明 ―   3 ― 

無回答 ―   3 ― 

合計 1,300 486 37.4% 

 

  

２.     町民アンケート結果 
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（２）調査の結果 

１）回答者の世帯について 

問 1 あなたの世帯（一緒に住んでいるひと）の人数の合計は次のうちどれですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

問2 あなたの年齢は次のうちどれですか。（○は1つだけ） 

 
 

 

問3 あなたの世帯の構成は次のうちどれですか。（○は1つだけ）  

 
  

・「２人世帯」が約

30％と最も多く、

次いで「３人世

帯」が約 25％とな

っている。 

・単身世帯は約

10％。 

 

・「70 歳代」が約

19％と最も多く、

次いで「60 歳代」

が 18％、「40 歳

代」が約 15％の順

となっている。 

・20 歳代未満は 10％

以下。 

 

・「夫婦と子ども

（未婚）の世帯」

が約 34％と最も多

く、次いで「夫婦

のみ世帯」が約

21％の順となって

いる。 

・「その他」の回答

が約 10％あるが、

「祖母と自分」、

「兄弟・姉妹」、

「祖父母と自

分」、「４世代」

などの回答であっ

た。 
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問 4 あなたの世帯で、以下に当てはまる方はいますか。 

【要支援または要介護認定を受けている方】 

 
 

【障がい者手帳をお持ちの方】 

 
 

問 5 あなたの世帯は子育て世帯ですか。 

【０歳～５歳（未就学児）】 

 
 

【６歳～１７歳（小学生・中学生・高校生）】 

 
 

問 6 あなたの世帯には高齢者はいますか。 

【65 歳以上～74 歳】 

 
 

【75 歳以上～】 

 
 

問 7 あなたの世帯の最近１年間の収入（年金などを含む）はどのくらいですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

  

・要支援または要介

護認定を受けている

方がいる世帯の割合

は約 14％であっ

た。 

・障がい者手帳をお

持ちの方がいる世帯

の割合は約 19％で

あった。 
 

・０歳～５歳の未就

学児がいる世帯の割

合は約 11％であっ

た。 

・６歳～17 歳の小・

中・高校生がいる世

帯の割合は約 20％

であった。 

 

・65 歳以上～74 歳の

高齢者がいる世帯の

割合は約 44％であ

った。 

・75 歳以上の高齢者

がいる世帯の割合は

約 45％であった。 

 

・「200～500 万円未

満」が約 39％と最

も多く、次いで

「500～1,000 万円

未満」が約 25％の

順となっている。 

・「200 万円未満」は

約 18％であった。 
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問 8 あなたの世帯の居住地区はどちらですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

問 9 あなたは今のご自宅に住んで何年になりますか。（○は 1 つだけ） 

 
 

問 10 三春町に住んでいる理由は次のうちどれですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

 

  

・「三春」が約 49％

と最も多く、次い

で「岩江」が約

18％、「中郷」が

約８％の順となっ

ている。 

・「中妻」が最も少

なく約５％であっ

た。 

 

・「30 年以上」が約

46％と最も多く、

次いで「20 年～30

年未満」が約

20％、「10 年～20

年未満」が約 14％

の順となってい

る。 

・「２年未満」が最

も少なく約５％で

あった。 

 

・「出身地だから」

が約 51％と最も多

く、次いで「結婚

のため」が約 21％

の順となってい

る。 

・「治安がいいか

ら」は回答がな

く、「知り合いが

いるから」と「子

育てしやすいか

ら」はわずかであ

った。 

・「その他」は、実

家や実家の近くな

どの回答が多くな

っている。 
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２）住まいや居住環境に対する評価について 

問 11 現在住んでいる住宅についてどの程度満足されていますか。 

 

 

 

 

  

・９項目のうち、ほとんどの項目について「満足」と「概ね満足」を合わせて 50％以上となっているが、

「外壁・屋根、内装などの老朽度」、「省エネや再生可能エネ利用など」、「高齢者や障がい者への対

応」の３項目は 50％を下回り、「やや不満」と「不満」と感じる人の割合が多くなっている。 

・最も満足度が高い項目は「住宅の広さ・部屋の数」で約 84％、次いで「住宅ローンや家賃などの住宅に関

する費用」が約 71％、「地震に対する強度や火災・風水害への備え」が約 64％となっている。 

・最も満足度が低い項目は「省エネや再生可能エネ利用」と「高齢者や障がい者への対応」が約 43％、次い

で「外壁・屋根、内装などの老朽度」が約 49％となっている。 
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問 12 ご自宅の周辺の環境について、どの程度満足されていますか。 

 
 

 

 

問 13 現在のご自宅の周辺に最も必要と思う施設は次のうちどれですか。（○は３つまで） 

 
 

・11 項目のうち、ほとんどの項目について「満足」と「概ね満足」を合わせて 50％以上となっているが、

「公共交通機関（バス、電車）」、「日常の買い物の便利さ」、「医療・福祉施設の便利さ」、「公園や

室内の遊び場などの充実度」の４項目は 50％を下回り、「やや不満」と「不満」と感じる人の割合が多く

なっている。 

・最も満足度が高い項目は「地震や水害など自然災害に対する安全性」で約 79％、次いで「近所や地域との

つながり」が約 76％、「まちなみや景観の良さ」が約 73％、「周辺の自然環境や水辺の豊かさ」が約

71％となっている。 

・最も満足度が低い項目は「公園や室内の遊び場などの充実度」が約 31％、次いで「公共交通機関（バス、

電車）」が約 37％となっている。 

 

・「スーパー・コンビ

ニ」が約 47％と最

も多く、次いで「ド

ラックストア・薬

局」が約 41％の順

となっている。 

・問 12 で満足度が低

かった「公共交通機

関（駅・バス）」は

約 23％、「子ども

の遊び場・公園」は

約 24％となってい

る。 
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問 14 最近、テレビや新聞のニュースなどで空き家に関する話題を目にすることがあると思います

が、空き家・空き地を解消する取り組みとしては、どのようなことが有効だと思いますか。（○

は２つまで） 

 
 

 

３）子育て期や高齢期の住まいについて 

問 15 子育て期の親世帯との同居（一緒に住む）や近居（近所に住む）、高齢期の子ども世帯との同

居や近居について希望はありますか。（○は 1 つだけ） 

【クロス集計結果】 

 

 

  

・「解体やリフォー

ム費用の補助」が

約 60％と最も多

く、次いで「空き

家・空き地の購入

費用への補助」が

約 35％の順となっ

ている。 
 

・全体では「わから

ない」が最も多く

なっているが、子

育て世帯と高齢者

のいる世帯では

「子ども（または

親）と同居を継続

する」が約 35％、

約 34％と最も多く

なっている 

・子育て世帯では

「子ども（または

親）と近居を継続

する」が約 20％と

多くなっている。 
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問 16 子育て期の住まいに関して不安に思うことはありますか。（○は２まで） 

 
 

問 17 あなたがご高齢になった時（すでにご高齢の方も含む）に住まいに関して不安に思うことはあ

りますか。（○は２まで） 

 
 

問 18 あなたがご高齢になった時（すでにご高齢の方も含む）の住宅事情として希望されるものは

どれですか。（○は 1 つだけ） 

 

・「子どもの通学に便

利な場所かどうか」

が約 37％と最も多

く、次いで「家賃や

住宅ローンの負担増

加」が約 25％の順

となっている。 

・不安に思うことは

「特にない」は約

10％となった。 
 

・「病院や福祉施設へ

の通いやすさ」が約

51％と最も多く、次

いで「自宅（持ち家

の場合の継承」が約

29％、「バリアフリ

ー化されているか」

が約 24％の順となっ

ている。 

・不安に思うことは

「特にない」は約

10％となった。 
 

・「これまでどおり、

住み慣れた自宅で暮

らしたい」が約 48 

％と過半数となって

いる。 

・「自宅を高齢者が住

みやすいようにバリ

アフリー化などを行

って暮らしたい」は

約 13％となった。 

・「バリアフリー化さ

れ、介護などのサー

ビスが受けられる住

宅で暮らしたい」は

約７％、「介護や福

祉サービスを受けら

れる施設で暮らした

い」は約９％。 
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４）今後の住まいについて 
問 1９ 今後の住まいについて、現時点でどのようにお考えですか。最も近い考えを選んでくだ

さい。（○は 1つだけ） 

 

 

 

 

【問 19－1 は問 19 で「1.現在の自宅にそのまま住み続ける」、「2.いずれは建替えをして現在の場

所に住み続ける」、「3.リフォームをして現在の自宅に住み続ける」、「4.別な場所へ住み替えたいがや

むを得ず現在の場所に住み続ける」を選ばれた方のみ回答】 

 

問 19－1 現在の場所に住み続ける理由は何ですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

  

・「現在の自宅にその

まま住み続ける」が

約 60％と過半数を

超えている。 

・「リフォームをして

現在の自宅に住み続

ける」は約 12％と

なった。 

・一方、「やむを得ず

住み替えをする必要

がある」は約７％、

「現在の自宅は不満

があるため住み替え

をする」は約３％と

なっており、住み替

え意向は 10％であ

った。 
 

・「愛着がある家（マ

イホーム）だから」

が約 36％と最も多

く、次いで「経済的

な理由のため」と

「生まれ育った家だ

から」、「先祖代々

の土地・建物だか

ら」がともに約

16％のとなってい

る。 

・「子どもの通園や通

学のため」は最も少

ない。 
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【問 19－２、19－3、19―4、19―5 は問 19 で「5.現在の自宅に住み続けたいがやむを得ず住み

替えをする必要がある」または「6.現在の自宅は不満があるため住み替えをする」を選ばれた方のみ

回答】 

 

問 19－２ 住み替えをする理由は何ですか。（○は３つまで） 

 
 

問 19－３ 住み替えをする場合、どこに転居したいですか。（○は１つだけ） 

 
 

問 19－４ 住み替える場所の選定では、何を重視しますか。（○は２つまで） 

 
 

 

 

・「通勤・通学・買い

物などに不便なた

め」が約 36％と最

も多く、次いで「住

宅の老朽化が進んで

いるため」が約

30％、「就職や転

職、仕事の都合のた

め」が約 26％の順

となっている。 

・「騒音や振動などの

問題があるため」と

「ご近所付き合いに

問題があるため」は

回答が無かった。 
 

・「町外（県内）」と

「町外（県外）」が

それぞれ約 27％と

なっており、「町内

（中心地）」の約

25％と「町内（農村

部）」の約 14％と

合わせても、町外へ

の転居意向が多い。 

 

・「買い物など生活

のしやすさ」が約

68％と最も多くな

っており、次いで

「通院や通所のし

やすさ」が約

28％、「通勤や通

学などの交通の利

便性」が約 24％の

順となっている。 
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問 19－５ 住み替えをする場合、住宅の種類はどれが希望ですか。（○は１つだけ） 

 
 

５）回答者の世帯の自宅等について 

問 20 あなたの世帯のご自宅は次のうちどれですか。（○は 1 つだけ） 

 
 

【問 21 は問 20 で「2.一戸建て（借家）」、「3.アパート・コーポなど（借家）」、「4.町営住宅・県営住宅

（借家）」と回答された方のみ】 

 

問 21 今後の住まいの確保について、不安に思うことはありますか。（○は２つまで） 

 
  

・「賃貸住宅」が約

37％と最も多くなっ

ており、次いで「持

ち家（新築）」が約

26％、「持ち家（中

古）」が約 22％の

順となっている。 

・「一戸建て（持ち家 

※借地含む）」が約

91％となっており、

回答者の大半は持ち

家に居住している。 

・「家賃の支払い」

が約 32％と最も多

く、次いで「高齢

者に適した住宅の

確保」が約 22％、

「住み替えや借り

替え時の住宅の確

保」が約 19％の順

となっている。 

・「特になし、わか

らない」は約 16％

となっている。 
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【問 22 は問 20 で「1.一戸建て（持ち家）」と回答された方のみ】 

問 22 今のご自宅の今後について、不安や心配なことはありますか。（○は２まで） 

 
 

 

６）今後の住宅施策のあり方について  

問 23 住まいの「防災対策」としてあなたが最も重視する取組（リフォームや住み替え、建替え等の場

合に検討したい取組）は何ですか。（○は２つまで） 

 
 

問 24 住まいの「環境対策」としてあなたが最も重視する取組（リフォームや住み替え、建替え等の場

合に検討したい取組）は何ですか。（○は２つまで） 

 
  

・「リフォームや解体

した場合の費用」が

約 30％と最も多

く、次いで「今後住

む人がいなくなるこ

と」が約 23％の順

となっている。 

・なお「わからない、

考えたことがない」

は約 19％となって

いる。 

・「地震に備えた住宅

の耐震化（診断や改

修）」が約 60％と

最も多く、次いで

「災害時に備えた住

宅設備（非常電源

等）確保」が約

24％の順となってい

る。 

・なお「わからない」

は約 10％となって

いる。 

 

・「風通しや日差しを

考慮した住まいの設

計」が約 44％と最

も多く、次いで「断

熱効果の高い窓など

の施工」が約

35％、「省エネ基準

に適合したリフォー

ムや建設」が約

31％の順となってい

る。 
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問 25 「ゆかしさ」に関する回答についての分析結果（テキストマイニング） 

 テキストマイニング結果をみると、「ゆかしさ」については、人がひとを「思う」こと、「大切な」ものやこと、「自然な」な

どの言葉が多く使われていることがわかります。 

 

 
【ツール提供】株式会社ユーザーローカル 

 

 

問 26 住宅施策に関して町に期待することは何ですか。（あてはまるもの３つまで○） 
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・全 19 項目のうち、「住宅の建替えやリフォームのための支援」が約 32％と最も多く、次いで「空き家の

管理や有効活用に関する支援」が約 22％、「高齢者や障がい者が暮らしやすい住宅の供給」が約 21％、

「犯罪に強い住まいの普及や防犯対策」が約 20％となっている。 

・なお、住宅セーフティネットに関する選択肢の「住宅に困っている人の住宅確保の支援」は約５％、「町

営住宅の供給」は約３％となっている。 

 



 79 

 

 

 
 

（１）三春町住生活基本計画策定委員会 

１）委員 

分 野 氏 名 所属団体・役職等 

住宅政策、都市計画、 

まちづくり 
◎ 市岡 綾子 

日本大学 工学部 

専任講師 

建築（設計） ○ 佐久間 保一 福島県建築士会田村支部 

建築（施工） 影山 吉則 
三春町住宅研究会 

会長 

不動産 三瓶 文博 
全日本不動産協会福島県本部 

監事 

経済・商工 吉田 將史 
三春町商工会 

商業部会 副部会長 

福祉 野内 三香子 
三春町社会福祉協議会事務局

次長 

子育て 辻 温子 町民 

移住 長谷川 大輔 町民 

移住 長谷川 ちえ 町民 

住宅行政 橋本 知幸 
福島県県中建設事務所 

主幹(兼)建築住宅部長 

◎：委員長、○：副委員長 （敬称略、順不同） 

計 10名 

 
  

３.     計画策定経緯 
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２）設置要綱 

  
令和７年６月１６日告示第７１号 

三春町住生活基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本町の豊かな住生活の実現と持続可能な地域づくりに向け、住生活の安定の確保及

び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした三春町住生

活基本計画を策定するにあたり、必要な事項を検討するため、三春町住生活基本計画策定

委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

(１) 三春町住生活基本計画の策定に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１０名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委

嘱する。 

（１）有識者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）その他町長が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から三春町住生活基本計画が策定される日までの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 委員が会議等に出席したときは、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する

条例（昭和 32 年条例第１号）別表その他の委員に相当する報酬及び費用弁償を支給す

る。ただし、行政機関及び類似団体職員については、支給しないものとする。 

（庶務） 

第８条 策定委員会の庶務は、建設課及び保健福祉課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（会議招集の特例） 

２ この要綱の施行後、最初に行われる委員会の会議は、第６条の規定にかかわらず町長が

招集する。 
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３）開催概要 

回数 日時 議事概要 

第１回 
令和７年７月 11 日（金） 

10 時 00 分～ 

1.委員長及び副委員長の選出について 

2.住宅に関する既存計画について 

3.三春町住生活基本計画の策定方針について 

4.住まいに関する町民アンケートについて 

第２回 
令和７年 10 月 16 日（木） 

10 時 00 分～ 

1.第 1 回策定委員会における意見等とその対応について 

2.三春町の住生活に関する現状について 

3.住宅・住環境に関するアンケート調査結果について 

4.住宅施策の課題と骨子案について 

5.計画書の形式について 

第３回 
令和７年 12 月 15 日（月） 

13 時 30 分～ 

1.第２回策定委員会における意見等とその対応について 

2.いつまでも“ゆかしい”まち三春について 

3.住生活基本計画の骨子案について 

4.三春町の将来像イメージ図について 

5.計画書について（概要版含む） 

第４回 
令和８年１月 30 日（金） 

13 時 30 分～ 

1.第３回策定委員会における意見等とその対応について 

2.住生活基本計画（素案）について 

3.住生活基本計画（概要版）について 

第５回 
令和８年３月 17 日（火） 

10 時 00 分～ 

1.第４回策定委員会における意見等とその対応について 

2.住生活基本計画（概要版）について 

 

 

（２）パブリックコメント 

開催期間：令和８年２月 25日から令和８年３月 10日まで 

意見等 ：１件（三春町ホームページにて意見等に対する回答内容を掲載） 
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事業名 三春町木造住宅耐震診断者派遣事業 
  

概 要 

旧耐震基準（昭和 56 年 5月 31 日以前に工事着手）により建設

された木造住宅の耐震診断を希望する場合、町が建築士等を

派遣して、耐震診断及び補強計画を作成します。 

補助金額等 個人負担 8,000 円 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/mokuzotaishin_1_1.html 

 
 

 
 

事業名 三春町木造住宅耐震改修促進事業 
  

概 要 
現行の耐震基準を満たさない木造住宅の耐震性能を向上させ

る「耐震改修」及び「現地建替」費用の一部を補助します。 

補助金額等 一般改修の場合 工事費の 4/5 かつ最大 1,150,000 円ほか 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/mokuzotaishin_1_1.html 

 
 
 
 

事業名 三春町定住促進住宅取得奨励金 
  

概 要 
町内外にお住まいの方で、町内の建築業者を利用し、自己所

有の住宅を新築した方に奨励金を交付します。 

補助金額等 最大 400,000 円 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/jyutakusyutoku.html 

付属編 

１.     施策集 

町 民 

持ち家に関する施策 

移住者 

町 民 移住者 

町 民 移住者 
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事業名 みはるぐらし空き家改修等支援事業 
  

概 要 
住居として利用するために空き家を改修した場合や住宅建築

のために空き家を除去した場合に補助金を交付します。 

補助金額等 改修工事の場合 対象経費の２分の１の額以内（上限 1,500,000 円）ほか 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/akiyajigyou.html 

 
 
 

 

事業名 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 

 

概 要 

県内の住居等の太陽光発電設備に新たに蓄電設備又は電気自

動車充給電設備を併設する場合の費用、県内の住居等に新た

に太陽光発電設備を設置する場合の費用について補助金を交

付します。 

補助金額等 太陽光発電システムの場合 4 万円/kW（上限 160,000円）ほか 

問い合わせ窓口 一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター Tel：024-526-0070 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r7.html 

 
 
 
 

事業名 福島県多世代同居・近居推進事業 

 

概 要 
親世帯と子ども世帯が新たに同居・近居するための住宅取得

に対して補助金を交付します。 

補助金額等 対象経費の２分の１以内の額（最大 400,000 円） 

問い合わせ窓口 一般社団法人福島県建設業協会本部 Tel：024-521-0244 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/tasedaidoukyokinnkyo.html 

 
 

 

 

 

  

町 民 移住者 

町 民 移住者 

町 民 移住者 
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事業名 空き家利活用事業 

  
概 要 

町内の空き家所有者から 10 年間物件を借り受け（有償）、改

修工事を実施したうえで、主に町内に移住を希望する方に建

物を貸出します。 

対象者 
町外から移住を希望する子育て世帯や若者世帯（条件あり） 

町外からの移住を希望する方で、三春町で就農や創業を希望する方 

補助金額等 改修費：上限 3,000,000円 

問い合わせ窓口 三春町役場 まちづくり推進課 地域創生グループ Tel：0247-62-1122 

 
 
 

 

事業名 三春町賃貸住宅建設促進事業奨励金 

 

概 要 
町内に自己所有の土地をお持ちの方で、賃貸住宅を建設する

方に奨励金を交付します。 

補助金額等 

【間取に応じた奨励金】 

１戸当たり居間が３部屋以上（２ＬＤＫ等）の場合 300,000 円/戸×戸数ほか 

【固定資産税相当額の奨励金】 

上記補助を受けた賃貸住宅に対する固定資産税相当額を最初の課税年度から 10

年間、奨励金として交付 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/tintai.html 

 
 
  

賃貸住宅に関する施策 

移住者 

町 民 
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事業名 三春町結婚新生活支援事業 

 

概 要 

「結婚新生活支援補助金」として、町内で結婚生活を始める

新婚世帯に対し、住居費（購入・賃貸）や引越し、リフォー

ム費用の一部を助成します。 

補助金額等 

住居費及び引越費用、リフォーム費用を合わせた額 

（夫婦ともに 29 歳以下の世帯 上限 600,000 円） 

（夫婦ともに 30 歳から 39 歳までの世帯 上限 300,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 まちづくり推進課 地域創生グループ Tel：0247-62-1122 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/27/kekkon-josei.html 

 
 
 
 

事業名 三春町生活道路整備事業 

 

概 要 
地区住民が自ら生活道路の整備をするときは、一定条件を満

たすことにより、費用の一部を助成します。 

補助金額等 資材費・機械借上げ料あわせて 1,000,000 円以内 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 道路グループ Tel：0247-62-2115 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/8/07-0202douro-iji.html 

 
 
 

 

事業名 居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事業 

 

概 要 
要介護（支援）認定者を対象に、住宅改修費用の一部支給を

行います。 

補助金額等 限度額 工事費 200,000 円（うち１～３割自己負担） 

問い合わせ窓口 三春町役場 保健福祉課 介護保険グループ Tel：0247-62-3166 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/6/kaigoriyou.html 

 
 

 

  

その他の施策 

町 民 移住者 

町 民 

町 民 
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事業名 日常生活用具給付事業（居宅生活動作補助用具） 

 
概 要 

移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うも

のへ費用の一部支給を行います。 

補助金額等 
限度額 対象工事費の 200,000 円（うち１割自己負担、非課税世帯は自己負担

無し） 

問い合わせ窓口 三春町役場 保健福祉課 福祉グループ Tel：0247-62-3166 

 
  

 
 

事業名 福島県高齢者コミュニティづくり活性化支援事業 

 

概 要 

高齢者を対象に定期的に健康サロン等を実施している事業団

体において、高齢者によるコミュニティづくりを活性化する

ような健康づくり、介護予防、生きがいづくり活動を新たに

実施する取組を支援します。 

補助金額等 
支援の対象となる事業の必要経費（報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入

費、その他の経費） 限度額 100,000 円 

問い合わせ窓口 福島県健康づくり推進課 健康長寿・地域包括ケア担当 Tel：024-521-7165 

ＵＲＬ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045a/koureisya-community.html 

 
  

 
 

事業名 三春町賑わい創出事業（空き店舗対策事業） 

 

概 要 

町内の空き店舗や空き家を、店舗またはその他商店街の魅力

向上に寄与する施設として活用するために、店舗入居者を支

援する事業を実施する事業実施団体及び新規創業者に対して

補助を行います。 

補助金額等 

【中心市街地の場合】 

空き店舗の改修費補助 ２分の１以内（限度額 2,000,000 円/１店舗） 

小売店舗の家賃補助 新規創業者 12 分の 10 以内（限度額 年 3,000,000 円） 

地域団体等の家賃補助 ３分の２以内（限度額 150,000 円/１店舗）ほか 

※中心市街地以外の場合は産業課にお問い合わせ下さい。 

問い合わせ窓口 三春町役場 産業課 商工観光グループ Tel：0247-62-3960 

ＵＲＬ https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/7/akitenpo.html 

 

 

 

町 民 

町 民 事業者 

町 民 事業者 
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事業名 三春町景観整備費等補助金 

 
概 要 

特別地区において、景観整備等に寄与する行為と認められた

場合、「美しいまちをつくる三春町景観条例」に基づき、良

好な景観の形成や歴的建造物の保存・修繕を行う方に対し、

その費用の一部を補助します。 

補助金額等 経費の 10 分の３位内（限度額 1,000,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

 
  

 
 

事業名 三春町緑化推進補助金 

 
概 要 

住宅市街地における緑化を推進するため、良好な住環境及び

町なみ景観の形成に資する緑化事業（幅員４ｍ以上の道路に

沿って４戸以上で緑化協定が締結された場合）について、そ

の費用の一部を補助します。 

補助金額等 

生垣等：2,000 円/ｍ 

街路樹：7,000 円/本 

（限度額 合計 50,000 円） 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

 
 
 
 

事業名 三春町建築賞 

 
概 要 

三春の町なみと調和した優れたデザインの建築物や良好な環

境を作る工作物等を表彰することにより、町民の景観に対す

る関心と町の建築文化を高め、美しいまちをつくる三春町景

観条例の目指している美しい住みよいまちづくりに寄与する

ことを目的に、２年に１回実施しています。 

各 賞 最優秀賞、特別部門賞、奨励賞 

問い合わせ窓口 三春町役場 建設課 建築グループ Tel：0247-62-2113 

 

  

町 民 事業者 

町 民 事業者 

町 民 事業者 
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事業名 空き家掘り起こし事業（地域団体対象）  

取組自治体 京都府南丹市 

概 要 

地域団体の働きかけにより、空き家所有者などが空き家バンクへの登録に同意

したうえで新規登録した場合、その活動に対する奨励金を支給するものです。

また、上記の活動により空き家バンクに登録された当該空き家が新規活用され

た場合、その活動に対する報奨金を支給しています。 

対象者 区・自治会・振興会 など 

報奨金額 
空き家バンクへの新規登録：１物件あたり 30,000 円 

空き家バンク登録後の新規活用：１物件あたり 20,000 円 

ＵＲＬ https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76542.html 

 

【参考】南丹市定住促進サイト「ｎａｎｃｌａ（なんくら）」 http://www.nancla.jp/ 

 

 

事業名 一般社団法人桑折まちづくりネット 

取組自治体 福島県桑折町 

概 要 

宅地建物取引士・司法書士・一級建築士等、それぞれの職務に精通した専門家

が所属。福島県県北地域を中心に、実効性のある空き家・空き地・空き店舗対

策に取り組んでいます。 

空き家個々が持つ情報を集積し、町とまちづくりネットが相互管理を行うこと

でズレのない最新の情報を共有できる空き家データベースシステムを構築して

います。また、町民向けに「空き家活用実例見学ツアー」「空き家個別相談

会・特別セミナー」等の啓蒙活動を行っています。 

当該団体は、令和７年 12 月に桑折町より「空家等管理活用支援法人」及び「所

有者不明土地利用円滑化等推進法人」の指定を受けています。 

ＵＲＬ https://koori-machizukuri.net/ 

 

  

２.     事例集 

空き家に関する事例 
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事業名 空き家活用マッチング支援事業 

取組自治体 東京都三鷹市 

概 要 

空き家の活用に関心がある所有者等と、地域等の活性化や課題解決を図りたい

と考える活用希望者とをマッチングすることにより、空き家の活用を促進する

とともに、所有者等が抱えている維持管理等の改善や地域の課題解決に資する

活動の創出を図ります。 

対象者 
空き家所有者等（地域のために空き家を貸していただける所有者） 

活用希望者（地域のための活動の場を必要といている団体等） 

運営団体 株式会社まちづくり三鷹（三鷹市空き家活用マッチング支援事業相談窓口） 

ＵＲＬ https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/111/111026.html 

 

【参考】株式会社まちづくり三鷹 https://www.mitaka.ne.jp/docs/2024101800015/ 
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事業名 移住定住促進住宅事業「アイレットハウス（もらえる戸建住宅）」 

取組自治体 茨城県境町 

概 要 

子育て世帯・新婚世帯を中心に、境町への移住・定住を希望する方のためにＰ

ＦＩ方式を活用して建てられた町営住宅で、戸建住宅の場合、25 年住み続ける

と住宅と土地が無償譲渡されます。 

主な対象者 

子育て世帯：同居者に 18 歳未満の子どもがいる世帯、または妊娠している方が

いる世帯 

新婚世帯：婚姻日からおおむね５年以内の世帯、または婚姻予定である世帯 

※いずれも町外から転入する世帯の方を優先 

※所得基準あり、該当する方は家賃減額あり 

施設概要 

敷地：約 237㎡（約 71坪）、延床面積：約 81㎡（約 24.5坪） 

建物：木造２階建て（３ＬＤＫ・庭付き） 

賃料：68,000 円（減額前 88,000 円） 

ＵＲＬ https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003792.html 

 
 

事業名 移住と空家の総合窓口「いけだ暮ＬＡＳＳＥＬ（いけだくらっせる）」 

取組自治体 福井県池田町 

概 要 

定住移住者・地域・空き家をつなぐ総合窓口「いけだ暮ＬＡＳＳＥＬ」を役場

内に開設し、移住希望者が住宅や求人、起業関連の情報提供や、仕事・生活の

相談ができ、定住・移住の方がうまく地域に入れるようにサポートします。 

また、空き家を有効活用したい持主の相談対応など、情報を一括管理してサポ

ートする体制を整えています。 

相談内容 

【移住定住を希望する方へのサポート】 

町営住宅をはじめ、町内の空き家を紹介・仲介 

仕事などの必要な情報提供、定住後の地域とのつながりをサポート 

【空き家・空き地相談】 

町内の空き家・空き地所有者で、有効活用を検討される方の相談 

空き地・空き家の登録 

設置場所 池田町役場 総務財政課内 

ＵＲＬ https://www.town.ikeda.fukui.jp/pick/pickjukyo/p002296.html 

 

【参考】池田町移住・定住応援情報サイト「いけだガイド」 http:// www.e-ikeda.jp/iju/ 
 

  

移住・定住に関する事例 
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事業名 ふくしま☆スタイル【Ｆスタイル春日町】 

取組自治体 福島県福島市 

概 要 

地域に溶け込む、新しい公営住宅のスタイルです。 

民間賃貸住宅経営のノウハウを活用し、高齢者や子育て世帯が、既存の地域コ

ミュニティの中で楽しく豊かに暮らせる住まいを実現します。 

令和７年３月、福島市春日町にふくしま☆スタイルの市営住宅「Ｆスタイル春

日町～ＺＥＨ水準の多世代交流住宅～」が誕生しました。 

施設概要 
鉄筋コンクリート造 ３階建て 

12 戸（公営住宅６戸、地域優良賃貸住宅６戸） 

主なポイント 

【ハード面】 

公募型プロポーザルＤＢＯ方式（買取型）、多世代の交流に配慮、維持管理コ

ストの縮減と環境負荷低減、街なか居住の推進 

【ソフト面】 

子育て世帯の優先入居、定期借家契約の導入、マイホーム取得・住み替え支

援、民間管理の導入 

ＵＲＬ https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/12/1064/2/12851.html 

 
 

 

 

 

  

公営住宅に関する事例 
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事業名 松本市住まいのゼロカーボン推進補助金 

取組自治体 長野県松本市 

概 要 

松本市では、2050 年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロ、すなわち「2050 ゼロ

カーボンシティ」の実現を目指しています。 

住宅においては、各家庭で使用されるエネルギーの収支が実質ゼロ、すなわち

「住まいのゼロカーボン」の実現を目指し、家庭部門における二酸化炭素排出

量の削減を推進するため、住宅に創エネ、蓄エネ、省エネ設備を設置された方

に補助金を交付します。 

補助対象機器 

【新築・既築】 

創エネ：太陽光発電設備、太陽熱利用設備、地中熱利用設備 

蓄エネ：定置型蓄電池、電気自動車、電機自動車等充給電設備 

【既築のみ】 

省エネ：開口部断熱改修（内窓、外窓、窓ガラス、玄関ドア、勝手口ドア）、 

    ＬＥＤ照明器具、高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ等） 

補助金額 

【新築・既築】 

創エネ：上限 200,000 円 

蓄エネ：200,000 円 

【既築のみ】 

省エネ：上限 200,000 円 

ＵＲＬ https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/4406.html#1 

 
 

事業名 いいづなコネクトＥＡＳＴ（廃校活用） 

取組自治体 長野県飯綱町 

概 要 

「いいづなコネクトＥＡＳＴ」は、閉校した旧三水第二小学校を再活用した複

合施設です。さまざまなテナントが入居して、食・農・しごと創りをテーマに

地域とのつながりをつくっています。子どもの学び舎だった学校がその役割を

終え、人びとの交流の場になっています。 

施設概要 

林檎学校醸造所：まちの特産であるリンゴを活用したシードル工場 

泉が丘喫茶室：リンゴや季節の食材のタルトが味わえる喫茶室 

スケートボードパーク：体育館を活用した室内のスケートボード施設 など 

※ＥＡＳＴの他にいいづなコネクトＷＥＳＴもあり 

活用事業者 飯綱町（指定管理者：株式会社カンマッセいいづな） 

改修費用 
ＥＡＳＴ：約２億 2,200 万円、ＷＥＳＴ：約２億 5,000 万円 

（うち自治体負担額：約２億 7,700 万円、うち補助金額：約１億 9,500 万円） 

ＵＲＬ https://iizuna.jp/iicone-east/ 

 
 
 

その他の事例 
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事業名 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業 

取組自治体 福島県郡山市 

概 要 
高齢者が自宅において転倒等により要介護・要支援状態とならないよう、軽易

な住宅改修を行う高齢者に改修資金の一部を助成します。 

対象工事 
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変

更、引き戸などへの扉の変更、洋式便器などへの取り替え（和式からに限る） 

補助金額 対象経費の 10 分の４～９以内（限度額 80,000 円～180,000 円） 

ＵＲＬ https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/66/2994.html 

 
 

事業名 高齢者等住宅リフォーム（改良）事業 

取組自治体 福島県いわき市 

概 要 

高齢者等の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉及び建築分野の専門家

が連携し、チームとして住宅改造に関する相談を受けます。（チーム方式によ

り各地区保健福祉センターに月１回から２回配置。） 

また、住宅の改良工事が必要と認められる場合に、住宅改造費用の給付を行い

ます。 

対象工事 

あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認め

られた主に次のような箇所の工事 

対象者の専用居室、浴室、洗面所、便所、廊下、階段、玄関、台所 など 

補助金額 
３分の１～全額（限度額 1,000,000 円） 

※世帯の生計中心者の市民税の課税状況に応じ助成 

ＵＲＬ https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000139/index.html 

 
 

事業名 すまいのコンシェルジュ（千葉市住宅関連情報提供コーナー） 

取組自治体 千葉県千葉市 

概 要 

新築・リフォーム時の見積や賃貸借契約書の見方・注意すべき点、施工業者と

のトラブル、賃貸住宅退去時の原状回復に関すること、空き家の活用に関する

ことなど、幅広い相談に応じます。 

市内への引っ越しを考えている新婚世帯や子育て世帯、高齢者世帯などに対し

て、地域の住環境の情報（保育所、学区、医療機関など）、市内の公的賃貸住

宅など、様々な住宅・住環境の情報、民間賃貸入居支援制度等の情報提供を行

います。 

各種住宅関連セミナーや相談会、民間賃貸入居支援制度などの受付業務や、空

き家相談に関する各専門団体への連絡・調整業務等を行います。 

相談事例 
住宅困窮関連（住宅確保）、賃貸住宅オーナー相談（空き室対策等）、住宅の

不具合、リフォーム関連、その他（住替え等） 

運営 千葉市住宅供給公社 

ＵＲＬ https://www.cjkk.or.jp/consultation/concierge/concierge/?tab=all#all 
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事業名 小さな拠点づくり「店っこくちない」 

取組自治体 岩手県北上市 

制度概要 

小さな拠点とは、小学校区など、複数の集落が散在する地域（集落生活圏）に

おいて、商店、診療所などの日常生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う

場所を集約・確保し、周辺集落とコミュニティバス等の交通ネットワークで結

ぶことで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、集落地域の再生を目指

す取組です。 

事業概要 

日用品や食料品を販売する店舗の撤退によって、買い物を目的とした市中心部

への移動支援のニーズが高まったことから、「ＮＰＯ法人くちない」を設立し

て自家用有償旅客運送を開始しました。その後、店舗を復活させ、特産品の製

造・販売などによって収益性を高めながら持続的に運営しています。 

店舗は路線バスの停留所にもなっており、さらに店舗内に交流スペースを設置

したり、農家の必要書類の作成支援を行ったりすることで、多様な地域住民が

店舗に足を運ぶ機会を創出し、交流の拠点となっています。 

取組内容 

【自家用有償旅客運送の実施】 

登録ドライバー11 人で自家用有償旅客運送事業を展開 

【日用品販売店舗「店っこくちない」の運営】 

ＪＡ撤退後、地域住民で日用品・食料品販売店舗を運営し、醤油や味噌などの

定番商品を揃え、生活上の不便さを解消 

【特産品の製造・販売】 

特産品の“ごしょ芋”を用いた「ごしょ芋コロッケ」を製造・販売 

運営 ＮＰＯ法人くちない 

 
 

事業名 集落応援隊～草刈りによる里山保全～ 

取組自治体 愛知県新城市 

事業概要 

黄柳野（つげの）の美しい里山の風景を守るため、外部の個人や事業所からも

協力者を募り、年５～６回の集落の草刈りを実施しています。 

「お客さん扱い」はせず、地元住民と同様に草刈り作業や昼食の準備などを行

い、集落の一員のように受け入れています。また、バーベキューやタケノコ堀

りなど、季節ごとの貴重な体験を提供し、来訪者にとって楽しく居心地のよい

居場所となっています。 

愛知県庁や新城市役所もオブザーバーとして事務局機能を支援しています。 

構成員 
【地元】黄柳野自治区の役員を含む 50～70 歳代の地域住民 10 名 

【外部（関係人口）】主に東三河や愛知県内の成人 20 名程度 

マッチング 

ＰＲ方法 

都市と農山村の交流を図る愛知県事業（三河の里山サポートデスク）との連携 

都市住民向けの交流・体験イベントの開催 

運営 すすめの学校（地域ボランティア団体） 
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●空き家バンク（14 頁ほか） 

市町村が、「空き家を売りたい・貸したいと考えている所有者」から提供された情報を集約し、

「空き家を買いたい・借りたいと考えている希望者」に紹介する制度です。 

 

 

 

●狭あい道路（16 頁ほか） 

幅員 4ｍ未満の道で、一般の用に供されているものです。 

 

●居住サポート住宅（18 頁ほか） 

居住サポート住宅（居住安定援助賃貸住宅）とは、居住支援法人等が賃貸人と連携し、住宅確

保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行

う賃貸住宅です。 

 

●居住支援法人（18 頁ほか） 

住宅セーフティネット法第４０ 条の規定に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居

に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定

するものです。 

 

●景観条例（33 頁ほか） 

 三春町景観条例（美しいまちをつくる三春町景観条例）は、歴史ある城下町の風情や自然環境

を守り、調和のとれた魅力的なまちづくりを目指す条例です。 

 

●建築物状況調査(インスペクション)（14 頁ほか） 

国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要

な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏れ等の劣化・不具合の状況

を把握するための調査のことです。 

 

 

 

●住生活基本計画（全国計画）（1 頁ほか） 

住宅基本法により国に策定が義務付けられたもので、基本方針に則り住生活の安定確保及び

向上の促進に関する１０年間の目標や基本的な施策等を定めた計画です。全国計画に則して都

道府県にも住生活基本計画（都道府県計画）の策定が義務付けられています。 

 

３.     用語の解説 

あ 行 

か 行 

さ 行 
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●住生活基本法（1 頁） 

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び

地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るた

めの基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定

の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上

と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律で

す。 

基本理念として、第３条（現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供

給等）、第４条（良好な居住環境の形成）、第５条（居住のために住宅を購入する者等の利益の擁

護及び増進）及び第６条（居住の安定の確保）を定めています。 

 

●重層的支援体制整備事業（18 頁ほか） 

重層的支援体制整備事業とは、令和 3 年 4 月の社会福祉法改正により創設された、市町村

が主体となって実施する包括的な相談・支援体制です。 

高齢、障がい、子ども、生活困窮といった従来の分野ごとの枠組みを超え、 複合化・複雑化し

た生活課題を抱える住民に対して、一元的に相談を受け止め、地域全体で包括的な支援を提供

する仕組みです。 

 

●住宅確保要配慮者（17 頁ほか） 

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（略称：住宅セーフティネ

ット法）」により、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確

保に特に配慮を要する者と定められています。 

 

●住宅金融支援機構（14 頁ほか）   

旧住宅金融公庫から業務を継承した国土交通省・財務省所管の独立行政法人です。 

主な役割は、民間金融機関と連携した全期間固定金利の住宅ローン「フラット 35」の提供支

援、災害復興支援、住宅金融情報の調査・研究を行い、国民の住生活向上に貢献することです。 

 

●住宅ミスマッチ（12 頁） 

高齢者が広い住宅に少人数で暮らし、子育て世帯が狭い住宅に暮らしている状況です。 

 

●ストック（12 頁ほか） 

都市にて形成・蓄積された公共施設や住宅等の基盤のことです。 

 

●セーフティネット住宅（18 頁ほか） 

 住宅セーフティネット法の規定に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録

された住宅です。 

 

●ゼロカーボン（1 頁ほか）   

ゼロカーボンとは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を

差し引いて、合計を実質ゼロにすることです。2050 年までの地球温暖化防止に向けて、再生

可能エネルギーの導入や省エネなどを通じて世界的に目指されている目標です。 
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●創エネ化（11 頁）

創エネルギー化の略称。各家庭においてエネルギーを節約（省エネ）するだけでなく、太陽光発

電や家庭用燃料電池を利用して積極的にエネルギーを作り出すことです。 

●地域包括ケアシステム（24 頁ほか）

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう構築される地域の包括的な支援・サー

ビス提供体制（住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム）のことです。 

●地縁コミュニティ（27 頁ほか）

自治会や町内会など、同じ地域に住む住民が「住む土地（地縁）」に基づいて組織する集団やコ

ミュニティのことです。

●長寿命化計画（17 頁ほか）

公営住宅や学校、橋梁などの公共施設を老朽化する前に予防保全的な改善で長持ちさせ、御

維持管理費の削減と平準化を図る計画です。 

●ハザードマップ（16 頁ほか）

災害の発生に注意が必要な場所や、防災のための施設などを地図上に記載したもので、被害

を最小限に止めるため、日頃から自分の住んでいる場所や周囲の危険性の周知を図るために活

用されます。 

●バリアフリー（23 頁ほか）

障がい者や高齢者等が日常生活を送る上で、段差などの物理的な障壁をはじめ、社会的、制

度的、心理的に障がいとなるものを除去することです。 

●ＰＤＣＡサイクル（48 頁）

Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）の 4 つの段階を循環させ、継続的に

業務改善や品質向上を行うフレームワークです。目標達成に向けて仮説検証を繰り返し、効率化

や生産性向上を図る手法として活用されています。 

●ポータルサイト（19 頁ほか）

Ｗｅｂページにアクセスする際、最初に訪問するホームページのことです。ポータルサイトのポ

ータルは玄関、入り口という意味の単語です。 

た 行 

は 行 
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●誘導居住面積水準（19 頁ほか） 

世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために

必要と考えられる住宅の面積に関する水準です。都市の郊外及び都市部以外の一般地域におけ

る戸建て住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共

同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなります。 

 

●ユニバーサルデザイン（23 頁ほか） 

 年齢や性別、国籍、障がいの有無に関わらず、誰もが使いやすいようにデザインされた建物や

製品、サービス、環境等のことです。 

 

 

 

●ライフステージ（12 頁ほか） 

人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年期などの分けた、それぞれの段階をさします。 

 

●リノベーション（12 頁ほか） 

 中古住宅に対して、機能・価値の再生のための改修やその住宅での暮らし全体に対処した包括

的な改修を行うことです。 

 

●リバースモゲージ（12 頁） 

 高齢者がその所有する不動産を担保に融資を受け、その死亡時又は融資期間との契約の終了

時に当該不動産の売却により一括して返済する仕組みです。  

 

や 行 

ら 行 
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